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【公表書類】 発行者情報 

 

【公表日】 2024年４月24日 

 

【発行者の名称】 リサイクルテック・ジャパン株式会社 

（Recycle Tech Japan CORPORATION） 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高取 美樹 

 

【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市港区幸町一丁目46番地１ 

 

【電話番号】 （052）355-9888（代表） 

 

【事務連絡者氏名】 取締役統括管理部長 伊東 謙 

 

【担当J-Adviserの名称】 株式会社日本Ｍ＆Ａセンター 

 

【担当J-Adviserの代表者の役職氏名】 代表取締役社長 竹内 直樹 

 

【担当J-Adviserの本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

 

【担当J-Adviser財務状況が公表されるウェブサ

イトのアドレス】 

https://www.nihon-ma.co.jp/ir/ 

 

【電話番号】 （03）5220-5454 

 

【取引所金融商品市場等に関する事項】 当社は、当社普通株式を2024年５月28日にTOKYO PRO Market

へ上場する予定であります。 

当社は、上場に際して特定投資家向け取得勧誘又は特定投

資家向け売付け勧誘等を実施しないことから、特定上場有

価証券に関する有価証券上場規程の特例第110条第３項の規

定により、発行者情報に相当する情報を公表いたします。 

なお、振替機関の名称及び住所は下記の通りです。 

名称：株式会社証券保管振替機構 

住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号 

【公表されるホームページのアドレス】 リサイクルテック・ジャパン株式会社 

http://www.r-t-j.co.jp/ 

株式会社 東京証券取引所 

https//www.jpx.co.jp/ 
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【投資者に対する注意事項】 

１ TOKYO PRO Marketは、特定投資家等を対象とした市場であり、その上場会社は、高い投資リスクを含

んでいる場合があります。投資者は、TOKYO PRO Marketの上場会社に適用される上場適格性要件及び適

時開示基準並びに市場価格の変動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行う必要があります。

また、投資者は、発行者情報により公表された情報を慎重に検討した上で投資判断を行う必要がありま

す。特に、第一部 第３ ４【事業等のリスク】において公表された情報を慎重に検討する必要がありま

す。 

 

２ 発行者情報を公表した発行者のその公表の時における役員（金融商品取引法（以下「法」という。）

第21条第１項第１号に規定する役員（取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる

者）をいう。）は、発行者情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な

事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていたときは、法第27条

の34において準用する法第２２条の規定に基づき、当該有価証券を取得した者に対し、情報が虚偽であ

り又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当該有価証券を取得した

者がその取得の申込みの際に、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知っていたときは、この限り

ではありません。また、当該役員は、情報が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注

意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明したときは、上記賠償責任を負いませ

ん。 

 

３ TOKYO PRO Marketにおける取引所規則の枠組みは、基本的な部分において日本の一般的な取引所金融

商品市場に適用される取引所規則の枠組みと異なっています。すなわち、TOKYO PRO Marketにおいて

は、J-Adviserが重要な役割を担います。TOKYO PRO Marketの上場会社は、特定上場有価証券に関する有

価証券上場規程の特例（以下「特例」という。）に従って、各上場会社のために行動するJ-Adviserを選

任する必要があります。J-Adviserの役割には、上場適格性要件に関する助言及び指導、並びに上場申請

手続のマネジメントが含まれます。これらの点について、投資者は、東京証券取引所のホームページ等

に掲げられるTOKYO PRO Marketに係る諸規則に留意する必要があります。 

 

４ 東京証券取引所は、発行者情報の内容（発行者情報に虚偽の情報があるか否か、又は公表すべき事項

若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているか否かという点を含み

ますが、これらに限られません。）について、何らの表明又は保証等をしておらず、前記賠償責任その

他の一切の責任を負いません。 

 



3 

 

第一部 【企業情報】 

第１ 【本国における法制等の概要】 

該当事項はありません。 
 

第２ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

回次 第18期 第19期 第20期 第21期(中間） 

決算年月 2021年２月 2022年２月 2023年２月 2023年８月 

売上高 (千円) 2,068,348 3,481,503 4,166,428 1,811,003 

経常利益又は経常損失（△） (千円) △119,868 381,080 901,812 145,555 

当期（中間）純利益又は当期純損失（△） (千円) △88,595 201,440 556,713 85,290 

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) － － － － 

資本金 (千円) 77,518 77,518 77,518 77,518 

発行済株式総数 (株) 6,090 6,090 6,090 6,090 

純資産額 (千円) △267,192 △65,706 491,007 533,856 

総資産額 (千円) 1,868,878 1,992,109 2,153,641 1,844,457 

１株当たり純資産額 (円) △219.37 △53.95 403.13 438.31 

１株当たり配当額 

（１株当たり中間配当額） 
(円) 

－ 

（－） 

－ 

（－） 

6,969.000 

（－） 

－ 

（－） 

１株当たり当期（中間）純利益又は当期純損失（△） (円) △72.74 165.39 457.07 70.02 

潜在株式調整後１株当たり当期（中間）純利益 (円) － － － － 

自己資本比率 (％) △14.3 △3.3 22.8 28.9 

自己資本利益率 (％) － － 261.8 16.6 

株価収益率 (倍) － － － － 

配当性向 (％) － － 7.6 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 237,698 517,054 956,212 △69,619 

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △75,905 △36,626 △17,997 △10,150 

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) 106,614 △447,003 △421,206 △166,588 

現金及び現金同等物の期末（中間期末）残高 (千円) 546,710 580,135 1,097,144 850,786 

従業員数 

〔外、平均臨時雇用人員〕 
(名) 

67  

(49) 

63  

(114) 

67 

(94) 

71 

(113) 

（注１）当社は連結財務諸表及び中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度及び中間連結会計期間に係

る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。 

（注２）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第20期の期首から適用しており、第

20期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。 

（注３）持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。 

（注４）１株当たり（中間）配当額及び配当性向について、第18期及び第19期は配当を行っていないため、また、第21期

（中間）は中間配当を行っていないため記載しておりません。 

（注５）潜在株式調整後１株当たり当期（中間）純利益について、第18期及び第19期は潜在株式が存在しないため、また、

第20期及び第21期（中間）は潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できな

いため、記載しておりません。 

（注６）第18期の自己資本利益率については、期中平均の自己資本がマイナスであるため、また、当期純損失であるため

記載しておりません。また、第19期の自己資本利益率については、期中平均の自己資本がマイナスであるため記

載してりません。 

（注７）株価収益率は当社株式が非上場であるため記載しておりません。 

（注８）従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は最近１年間の平均人員を（）外数で記載しております。 

（注９）特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第110条第５項の規定に基づき、第20期の財務諸表について

監査法人コスモスによる監査を、また、第21期（中間）の中間財務諸表について監査法人コスモスによる中間監

査を受けておりますが、第18期及び第19期の財務諸表については、当該監査を受けておりません。 

（注10）2024年２月20日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行いましたが、第18期の期首に当該株式分割
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が行われたと仮定して、1株あたり当期純利益金額を算定しております。また、第18期の期首に当該株式分割が

行われたと仮定して１株当たり配当額を算定した場合34.85円となりました。 
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２ 【沿革】 
 当社は、代表取締役社長高取美樹が1981年より在籍していたフルハシ工業株式会社（現フルハシEPO株

式会社※）での木質バイオマス取扱いの経験、及びその後の家電製品のリサイクル専門会社での経験を

応用し、2003年３月にフルハシ工業株式会社の100％出資により遊技機のリサイクル・リユース事業会社

として設立いたしました。現在は遊技機だけでなく、ソーラーパネルや液晶パネルガラスのリサイクル

にも取り組んでおります。 

 これまでの経験に基づき、リサイクル・リユースの「質」を上げる技術を進化させ、マテリアルリサ

イクルから部品リユースへと展開し、さらには部品のメンテナンス・アッセンブリまで対応可能とする

部品再生工場、すなわち『RTJブランド』のリユース部品メーカーとなることで、社会的ニーズに応えて

いくことが弊社の使命と捉え、技術革新に取り組んでまいります。 

     ※当社の役員や株主にフルハシEPO株式会社の関係者や親族がいるものの、フルハシEPO株式会社自体

との資本関係や取引関係は無く、企業経営における透明性や公平性は確保されており、当社のコー

ポレート・ガバナンスに影響はありません。 

 

 当社の沿革は次の通りであります。 

年月 沿革 

2003年３月 

 

フルハシ工業株式会社の100％子会社として、名古屋市港区昭和町にてリサイクル

テック・ジャパン株式会社を設立（資本金15,000千円） 

2003年８月 名古屋市港区善進本町に本社事務所を移転と共に同地にて第一工場を操業開始 

2003年８月 産業廃棄物処分業許可取得（名古屋市） 

2004年１月 （一般）日本遊技関連事業協会 遊技機リサイクル推進委員会の選定業者となる 

2004年４月 古物商許可取得 

2004年６月 産業廃棄物収集運搬業許可取得（名古屋市） 

2005年12月 代表取締役社長高取美樹他２名により、フルハシ工業㈱から当社全株式を取得 

2007年２月 名古屋市港区十一屋にて第二工場の操業開始 

2007年９月 名古屋市港区善南町へ本社事務所を移転 

2008年７月 名古屋市の認定エコ事業所となる 

2009年12月 日本遊技機工業組合遊技機回収システムの広域認定業者となる 

2010年12月 名古屋市港区神宮寺にて第三工場の操業開始 

2011年６月 

 

本社事務所を名古屋市港区幸町へ移転。第一工場を本社事務所隣接の名古屋市港区

いろは町へ移転、本社工場として操業開始 

2014年３月 環境省補助事業太陽光パネルリサイクル専用設備を導入 

2015年９月 名古屋市中川区柳田町にて八田工場の操業開始 

2022年２月 関東工場が茨城県桜川市、菰野工場が三重県三重郡菰野町にて操業開始 

2022年３月 八田工場を廃止、業務を本社工場に移転 

2022年12月 大阪府和泉市にて大阪事務所開設 
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３ 【事業の内容】 

 当社は、廃棄されるパチンコ台やパチスロ台等の遊技機、太陽光パネル、その他の工業廃材の分解・分

別によるリサイクル・リユース材の取り出し、再生、産業廃棄物の収集運搬・処分及びアッセンブリー等

の事業を行っています。リサイクル・リユース事業は単一セグメントであるため、セグメント別の記載は

しておりませんが、主な事業を分類すると（１）遊技機リサイクル・リユース事業、（２）その他となり

ます。 

 

（１） 遊技機リサイクル・リユース事業 

 使用済み遊技機（廃棄台）の多くは、パチンコ台の製造事業者（以下、遊技機メーカー）の団体である

日本遊技機工業組合（日工組）が中心となり構築された遊技機回収システムにより管理されます。遊技機

メーカーは自社製造の廃棄台について回収・リサイクル処理・部品リユースを指向した高次のリサイクル

処理の促進を行うことで、不法投棄の撲滅及び循環型社会の実現に向けた取り組みを推進しています。 

 当社は、日工組が環境省から取得した広域認定の登録会社であり、パチンコ店（ホール）や遊技機メー

カーから排出される不要となった遊技機の引取、運搬、保管、再生処理（リサイクル処理・部品リユース

処理）を行っています。また、ホール等からの廃棄台の運搬・処理等に係る費用は日工組との情報連携を

通して遊技機メーカーにより負担されます。 

 当社の商流は、遊技機メーカーからの受入、ホールからの受入、遊技機メーカーからの要請に基づく回

収代行等を行い、その上でそれぞれ処分費売上、作業費売上等が計上されます。 

その上で当社の遊技機リサイクル・リユース事業からの売上高を分類すると、①処分作業料売上、②リ

ユース品販売売上、③リサイクル品販売売上、④再販売上、⑤その他となります。 

① 処分作業料売上 

当社は、解体処分を行う遊技台を遊技機メーカー及びホール等から回収します。遊技機メーカーから

は、解体処分の依頼を受けて回収するため処分費を収受します。一方、ホール等からは廃棄台を有償

で仕入れており、仕入代金をホール等に支払います。ホール等から仕入れた廃棄台については、上記

日工組加盟メーカー製造の遊技機の場合、当該遊技機の製造メーカーが所定の処分費を負担し、当社

は処分費を収受します。 

また、当社は遊技機メーカーから特定部品の取出作業の委託を受ける場合があります。当社で取出作

業を行い、取り出した特定部品を遊技機メーカーに返却することで、その作業費を遊技機メーカーか

ら収受します。 

② リユース品販売売上 

当社で受け入れた廃棄遊技機を手作業により解体し、解体処理で発生した部品は当社で販売可能であ

るため、半導体、液晶等の取り出した部品を再商品（リユース品）として遊技機メーカーや液晶買取

業者に販売することでリユース品販売売上が計上されます。 

③ リサイクル品販売売上 

「②リユース品販売売上」と同様に、受け入れた廃棄遊技機を解体処理することでプラスチックや鉄

など、木材を除く廃棄物をリサイクル品として資源加工メーカー等に販売することでリサイクル品販

売売上が計上されます。 

④ 再販売上 

遊技機メーカーから特定のパチンコ台やパチスロ台を集めてほしい等の依頼により当社が独自にホー

ル等から仕入れ、当該遊技機メーカーに販売することで再販売上が計上されます。 

⑤ その他 

部品メーカー等から受け入れた工業廃材の産業廃棄物処理業者等への販売や製造業者からの組付け作

業依頼等により得られる売上が計上されます。 

 

（２）その他  

太陽光・液晶パネルリサイクル 

当社では、太陽光発電に使用する太陽光パネル（太陽電池モジュール）専用のリサイクルラインを

2013 年に導入し、太陽光パネルのリサイクルにも取り組んでいます。また、廃棄となった液晶テレビの

液晶パネルやソーラーパネルをガラスとその他に分別して、マテリアルリサイクルを行っております。 
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（事業系統図） 

  

以上の説明を事業等系図によって示すと、次のようになります。 
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（２）その他 

 

太陽光パネル・液晶リサイクル 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

４ 【関係会社の状況】 
 該当事項はありません。 

 

５ 【従業員の状況】 
（１）発行者の状況 

2024年３月31日現在 

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円) 

72（112） 42.0 

 
8.4 5,217 

 

 
（注１） 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマーを含む）は、最近１年間の平均人員を（）外数

で記載しております。 

（注２）平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

（注３）当社は、リサイクル・リユース事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 

 

(２) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満であり、特記すべき事項はありません。 
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３ 【事業の状況】 

１【業績等の概要】 
（１）業績 

当社は遊技機リサイクル・リユースを主体とするリサイクル・リユース事業を行っており、単一セグメ

ントであるため、セグメント別の業績等の記載を省略しております。 

 

第20期事業年度（自2022年３月１日 至2023年２月28日） 

当事業年度における日本経済は、世界経済の回復に伴う輸出増加等を背景に回復傾向を見せ、中でも製

造業の設備投資や住宅投資に持ち直しの動きが見られます。ただし、我が国の低金利政策継続を受けた円

安が進行するなど、不安要素も内包しております。 

こうした状況の下、当社におきましては、改正遊技機規則の経過措置期限が2022年１月末に到来し、そ

の後パチンコ台・パチスロ台の旧型機の適正廃棄処理のための引取り需要が発生したことから当該事業年

度は好調に推移しました。 また、遊技機メーカー等における半導体を始めとする部品不足の影響を受け、

当社が強みとしているリユース部品の需要が大きく伸長しました。これらの結果、売上高は4,166,428千

円（前期比19.7％増加）、営業利益は901,778千円（同133.7％増加）、経常利益は901,812千円（同136.6％

増加）、当期純利益は556,713千円（同176.4％増加）となっております。 

 

第21期中間会計期間（自2023年３月１日 至2023年８月31日） 

当中間会計期間における日本経済は、2023年５月より新型コロナウィルス感染症の位置付けが５類に引

き下げられたことに伴い、国内における経済活動が活発化の動きを見せる一方で、ロシアによるウクライ

ナ侵攻の長期化に伴う資源及びエネルギー価格の高騰による物価高、世界的な金融引締め等を背景とする

円安の進行等から、国内景気の先行きに対して不透明な状況が続いております。 

こうした状況の下、当社におきましては、前々年度及び前年度における特殊要因による廃棄遊技台の引

き取り需要は後退し、業績の落込みが見られました。 

これらの結果、売上高は1,811,003千円、営業利益は128,374千円、経常利益は145,555千円、中間純利

益は85,290千円となっております。なお、当中間会計期間は中間財務諸表の作成初年度であるため、前年

同期との比較分析は行っておりません。 

 

（２）キャッシュ・フローの状況 

第20期事業年度（自2022年３月１日 至2023年２月28日） 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は1,097,144千円となり、前

事業年度末に比べ517,009千円増加しております。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下の

通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は956,212千円（前事業年度は517,054千円の獲得）となりました。主な増

加要因は税引前当期純利益の計上811,966千円、売上債権の減少額225,563千円、減価償却費69,991千円、

固定資産処分損益57,887千円、棚卸資産の減少額47,840千円等、主な減少要因は法人税等の支払額

123,315千円、仕入債務の減少額69,485千円、貸倒引当金の減少額38,450千円等であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は17,997千円（前事業年度は36,626千円の使用）となりました。主な減少

要因は有形固定資産の取得による支出59,366千円、主な増加要因は役員に対する貸付金の回収による収入

28,164千円等であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は421,206千円（前事業年度は447,003千円の使用）となりました。主な減

少要因は長期借入金の返済による支出592,237千円、長期未払金の返済による支出20,277千円等、増加要

因は長期借入れによる収入200,000千円であります。 

 

第21期中間会計期間（自2023年３月１日 至2023年８月31日） 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は850,786千円（前事業

年度末比246,358千円減少）となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下の通りで

あります。 
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は69,619千円となりました。主な減少要因は法人税等の支払額262,635千

円、未払消費税等の減少額63,947千円等によるものであり、主な増加要因は税引前中間純利益の計上

130,359千円、仕入債務の増加額57,475千円、売上債権の減少額41,333千円、減価償却費32,969千円等に

よるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は10,150千円となりました。主な減少要因は定期預金の預入による支出

60,000千円、有形固定資産の取得による支出21,859千円等によるものであり、主な増加要因は定期預金の

払戻による収入42,211千円、保険積立金の解約による収入32,635千円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は166,588千円となりました。主な減少要因は長期借入金の返済による支

出161,684千円、配当金の支払額42,441千円等によるものであり、増加要因は長期借入れによる収入

50,000千円によるものであります。 

 

２【生産、受注及び販売の状況】 

当社は、遊技機リサイクル・リユースを主体とするリサイクル・リユース事業を行っており、単一セグ

メントであるため、セグメント別の記載に代えて事業別に記載しております。なお、当中間会計期間は中

間財務諸表の作成初年度であるため、前年同期との比較分析は行っておりません。 

 

（１）生産実績 

第20期事業年度（自2022年３月１日 至2023年２月28日）における生産実績を示すと、次の通りであり

ます。 

区分 

当事業年度 

（自 2022年３月１日 

至 2023年２月28日） 

前年同期比(％) 

遊技機リサイクル・リユース （千円） 2,872,002 115.9 

その他 （千円） 54,093 171.5 

合計 （千円） 2,926,096 116.6 

 

第21期中間会計期間（自2023年３月１日 至2023年８月31日）における生産実績を示すと、次の通りで

あります。 

区分 

当中間会計期間 

（自 2023年３月１日 

至 2023年８月31日） 

前年同期比(％) 

遊技機リサイクル・リユース （千円） 1,476,220 － 

その他 （千円） 26,081 － 

合計 （千円） 1,502,302 － 
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（２）受注実績 

当社が行う事業は、受注から販売までの所要日数が短く、常に受注残高は僅少であります。また、期

中の受注高と販売実績がほぼ対応するため、記載を省略しております。 
 

（３）販売実績 

第20期事業年度（自2022年３月１日 至2023年２月28日）における販売実績を示すと、次の通りであ

ります。 

区分 

当事業年度 

（自 2022年３月１日 

至 2023年２月28日） 

前年同期比(％) 

遊技機リサイクル・リユース （千円） 4,123,330 119.8 

その他 （千円） 43,098 107.3 

合計 （千円） 4,166,428 119.7 

（注１）主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次の通りであります。 

相手先 

前事業年度 

（自 2021年３月１日 

至 2022年２月28日） 

当事業年度 

（自 2022年３月１日 

至 2023年２月28日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

株式会社サンセイアールアンドディ 155,083 5.16 573,466 13.8 

 

第21期中間会計期間（自2023年３月１日 至2023年８月31日）における販売実績を示すと、次の通り

であります。 

区分 

当中間会計期間 

（自 2023年３月１日 

至 2023年８月31日） 

前年同期比(％) 

遊技機リサイクル・リユース （千円） 1,788,416 － 

その他 （千円） 22,587 － 

合計 （千円） 1,811,003 － 

（注１）主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次の通りであります。 

相手先 

当中間会計期間 

（自 2023年３月１日 

至 2023年８月31日） 

金額（千円） 割合（％） 

㈱NCポリマー 183,709 10.1 
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３ 【対処すべき課題】 
中長期的な会社の経営戦略の実現を果たすため、当社は下記の課題に取り組んでまいります。 

 

（１）新たなビジネスの開拓 

パチンコ・パチスロ等の遊技機業界は、少子化やレジャーの多様化、遊技人口の減少、新型コロナウ

ィルス感染拡大時の行動制限等の影響による集客や、稼働率の低下を要因とするパチンコホール数の減

少を背景に縮小傾向にあります。 

現行機よりもゲーム性を向上させた次世代遊技機である「スマートパチンコ」、「スマートパチスロ」

等の導入によるファン人口の増加、パチンコホールの新規出店、遊技機設置台数の増加等が期待されて

いますが、当社におきましては、「スマートパチンコ」、「スマートパチスロ」の入替サイクルや廃棄に

伴うリサイクル・リユース処理の対応等、現時点においては当社の業績への影響について未知数な点が

多くあります。 

当社は、これまで培ってきたノウハウを活かし、他業態との取引拡大を課題とし、新たなビジネスを

開拓することを検討課題とし取り組んでまいります。 

 

（２）プラスチックリサイクルの出口戦略 

当社は廃棄遊技機を分解処理して出たプラスチック類について、廃プラスチックとしてリサイクル業

者に販売しています。プラスチックリサイクル業者は廃プラスチックをペレット等に造粒処理を行い、

再生原料として国内のみならず中国をはじめとする諸外国への輸出も行っています。諸外国において輸

入規制等が行われた場合、プラスチックリサイクル業者は在庫を抱え、当社からの買取価額が不安定に

なる等、当社の業績に影響を及ぼす場合があります。 

当社は、当社独自の廃プラスチックのリサイクル・リユース処理方法を確立し、直接国内販売に取り

組む等、リサイクルの出口戦略のひとつとして研究開発に取り組んでまいります。 

 

（３）太陽光パネルのリサイクルへの取組 

当社は2013年より太陽光パネル専用のリサイクルラインを導入、環境省の実証事業に参画するなどし

て実証実験を繰り返しながらリサイクルのノウハウを蓄積してきました。 

太陽光発電は、2012年に固定価格買取制度（FIT）の導入が後押しとなって加速度的に普及しました。

太陽光発電に使用する太陽光パネル（太陽電池モジュール）の製品寿命は25～30年とされており、今後

の大量廃棄の到来を見据えた太陽光パネルの循環利用体制の構築(効率的な回収、リユース・リサイク

ルの判別・仕分け、リユース品の利用、リサイクルガラスの用途開発など一貫した処理体制)が求めら

れています。 

そのような状況の中、当社は愛知県が主催するサーキュラーエコノミー推進プロジェクトチーム・太

陽光パネル循環利用モデルプロジェクトチームにメンバーとして参加すると共に、廃棄太陽光パネル回

収、リユース・リサイクル処理、リユース品の出口開発等について検討してまいります。 

 

４ 【事業等のリスク】 
本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

また、必ずしもリスク要因には該当しない事項につきましても、投資者の投資判断上、重要であると考

えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。 

なお、文中の将来に関する事項は本書公表日現在において当社が判断したものであり、将来において発

生の可能性があるすべてのリスクを網羅するものではありません。 

 

（１）法的規制について 

① 許可の新規取得と更新について 

廃棄物処理法とは、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処

分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る

ことを目的としています。他社の廃棄物の処理を業として行う者は、都道府県等による許可の取得が必

要です。当社の主要業務である産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可は、有効期限が５年間（優良産業

廃棄物処理業者認定制度による優良認定を受けた場合は７年間）、一般廃棄物収集運搬業・処分業の許可

は、有効期間が２年間であり、事業継続には許可の更新が必要となります。新規取得及び更新時におい

て、産業廃棄物収集運搬業・処分業においては廃棄物処理法第14条第５項及び第10項、一般廃棄物収集
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運搬業・処分業においては廃棄物処理法第７条第５項及び第10項に記載されている基準に当社が適合し

ていると認められない場合、許可の新規取得の申請が却下もしくは更新されない可能性があります。 

万一、当該基準に当社が適合しなくなった場合は許可の新規取得の申請が却下もしくは更新がされな

いため、当社の事業活動は事実上停止状態となり、当社の経営成績及び財政状態に重大な影響を与える

可能性があります。 

また、事業範囲の変更及び他地域での事業開始並びに処理施設の新設・増設に関しても、許可基準に

適合していると認められないときは、事業が開始できない可能性があり、当社の経営成績及び財政状態

に影響を与えるリスクがあります。 

法令の改正、事業範囲の変更、他地域での事業開始、処理施設の新設・増設時等において、法令の求

める要件を満たすよう、行政書士をはじめとする各方面の指導のもと法令順守体制の維持に努めており、 

現在のところ、これらの許認可等の取得・継続に支障を来す要因は発生していませんが、当社の対策が

十分で無い場合は、当社の経営成績及び財政状態に重大な影響を与え、事業からの撤退を含めた経営判

断を迫られる可能性があります。 

 

② 当社の事業活動の停止及び取消し要件について 

廃棄物処理法には収集運搬業・処分業許可についての停止要件並びに取消し要件が定められておりま

す。不法投棄、マニフェスト虚偽記載等の違反行為、処理施設基準の違反、申請者の欠格要件等に関し

ては事業の停止命令あるいは許可の取消しという行政処分が下される可能性があります。これらの要件

に当社が該当する可能性がある場合、当社に対し、指導、改善命令、措置命令、事業停止等の行政処分

がなされることになり、改善が認められない場合等、許可の取消し処分が下される可能性があり、当社

の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。また当社が今後、リサイクル事業を拡大す

る際にも廃棄物処理法における許認可の取得が前提となり、当社が廃棄物処理業許可の停止並びに取消

し要件に該当した場合、新規の許可取得は不可能となります。 

また、当社が廃棄物処理法違反等を行った場合、パチンコ遊技機の製造事業者（メーカー）団体であ

る日本遊技機工業組合（日工組）における広域認定制度の登録会社から外されることとなり、遊技機リ

サイクル・リユース事業の継続は非常に困難な状況となるリスクがあります。 

法令の改正情報等に対して充分留意すると共に、法令の求める要件を維持するよう、行政書士による

産廃メンバーへの勉強会を開催し、法令順守体制の維持に努めており、現在のところ、これらの許認可

等の取得・継続に支障を来す要因は発生していませんが、当社の対策が十分で無い場合は、当社の経営

成績及び財政状態に重大な影響を与え、事業からの撤退を含めた経営判断を迫られる可能性があります。  

 

許可年月日 許認可等の名称 所轄官庁等 
許認可等

の内容 
許認可番号 有効期限 

2022年４月１日 一般廃棄物処理業許可 茨城県桜川市 中間処分 第4-事-1号 2026年３月31日 

2022年２月２日 産業廃棄物処分業許可 茨城県 中間処分 00821105608 2027年２月１日 

2021年５月24日 産業廃棄物処分業許可 三重県 中間処理 02422105608 2026年５月23日 

2018年８月31日 産業廃棄物処分業許可 名古屋市 中間処理 06420105608 2028年７月31日 

2019年６月５日 産業廃棄物収集運搬業許可 愛知県 収集運搬 02300105608 2024年５月17日 

2023年４月９日 産業廃棄物収集運搬業許可 石川県 収集運搬 01708105608 2028年４月８日 

2019年11月13日 産業廃棄物収集運搬業許可 茨城県 収集運搬 00801105608 2024年11月12日 

2023年５月８日 産業廃棄物収集運搬業許可 大阪府 収集運搬 02700105608 2028年５月７日 

2019年１月18日 産業廃棄物収集運搬業許可 神奈川県 収集運搬 01400105608 2029年１月17日 

2019年８月28日 産業廃棄物収集運搬業許可 岐阜県 収集運搬 02100105608 2024年８月28日 

2018年７月９日 産業廃棄物収集運搬業許可 京都府 収集運搬 02600105608 2028年７月８日 

2019年９月20日 産業廃棄物収集運搬業許可 群馬県 収集運搬 01000105608 2024年９月19日 

2019年11月８日 産業廃棄物収集運搬業許可 埼玉県 収集運搬 01100105608 2024年11月７日 

2023年５月28日 産業廃棄物収集運搬業許可 滋賀県 収集運搬 02501105608 2028年５月27日 

2023年５月15日 産業廃棄物収集運搬業許可 静岡県 収集運搬 02201105608 2028年５月14日 

2019年10月21日 産業廃棄物収集運搬業許可 千葉県 収集運搬 01200105608 2024年10月20日 

2019年10月18日 産業廃棄物収集運搬業許可 東京都 収集運搬 13-00-105608 2024年10月17日 

2019年11月27日 産業廃棄物収集運搬業許可 栃木県 収集運搬 00900105608 2024年11月26日 

2023年４月９日 産業廃棄物収集運搬業許可 富山県 収集運搬 01600105608 2028年４月８日 

2019年３月18日 産業廃棄物収集運搬業許可 長野県 収集運搬 02009105608 2029年３月17日 

2023年５月24日 産業廃棄物収集運搬業許可 奈良県 収集運搬 02900105608 2028年５月23日 
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2019年６月26日 産業廃棄物収集運搬業許可 兵庫県 収集運搬 02803105608 2028年６月25日 

2023年３月30日 産業廃棄物収集運搬業許可 福井県 収集運搬 01801105608 2028年３月29日 

2019年６月10日 産業廃棄物収集運搬業許可 三重県 収集運搬 02400105608 2028年５月18日 

2023年５月１日 産業廃棄物収集運搬業許可 和歌山県 収集運搬 03000105608 2028年４月30日 

2019年６月１日 産業廃棄物収集運搬業許可 名古屋市 収集運搬 06410105608 2029年５月31日 

2004年４月19日 古物商許可 
愛知県 

公安委員会 

機械工具

商 
541230400900 － 

2021年４月７日 産業廃棄物処理施設設置許可 三重県 施設設置 
２四地防第1016

号の4 
－ 

2021年10月28日 指定処理施設設置許可 茨城県 施設設置 1－1-0491 － 

 

③ その他配慮すべき法令について 

その他、当社が事業を行う上で配慮すべき主要な法的規制及び行政指導は、次に記載の通りでありま

す。現在は、各種法規制に抵触するような事象は発生していませんが、当社がこれらの規制に抵触する

ことになった場合には、業務の停止命令や許可の取消し等の行政処分を受ける可能性があり、当社グル

ープの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

 

（主要な法的規制） 

規制法 目的及び内容 監督官庁 

フロン類の使用

の合理化及び管

理の適正化に関

する法律（フロ

ン排出抑制法） 

オゾン層の保護及び地球温暖化の防止を目的として、フロン類の大気中への

排出を抑制するため、フロン類の使用の合理化及び、特定製品に使用されるフ

ロン類の管理の適正化に関する指針、フロン類及びフロン類使用製品の製造業

者等、特定製品の管理者の責務等を定めるとともに、フロン類の使用の合理化

及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のための措置等を講じ、も

って国民の健康を確保することを目的としております。 

環境省 

消防法 

火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、生命、身体及び財産を火災から保護する

とともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷

病者の搬送を適切に行うことを目的としております。 

総務省 

道路運送法 

道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、道路運送の分野における

利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な

提供を促進することにより、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利益の

保護及びその利便の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、も

って公共の福祉を増進することを目的としております。 

国土交通省 

貨物自動車運送

事業法 

貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自

動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民

間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保すると

ともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に

資することを目的としております。 

国土交通省 

大気汚染防止法 

人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準と

して、「環境基準」が環境基本法において設定されており、この環境基準を達成

することを目標に、大気汚染防止法に基づいて規制を実施しています。固定発

生源(工場や事業場)から排出又は飛散する大気汚染物質について、物質の種類

ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質の

排出者等はこの基準を守らなければなりません。 

環境省 

騒音規制法 

工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲

にわたる騒音について必要な規制を行うとともに自動車騒音に係る許容限度を

定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目

的としております。 

環境省 

振動規制法 

工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲

にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請限

度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資すること

を目的としております。 

環境省 

 

 

   



15 

 

（２）自然災害・感染症・事故等について 

当社は、本社事務所・工場をはじめ多くの営業基盤が名古屋市港区に集中しており、当地域における

大規模な台風・豪雨、地震等の自然災害や感染症の流行に見舞われて被害を受けた場合には、当社の経

営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

また、当社は、業務の遂行に際して安全管理に留意しておりますが、業務遂行の過程において、重大

な労働災害、設備事故等が発生した場合には、操業に支障が生じ、当社の経営成績及び財政状態に影響

を与える可能性があります。 

 

（３）特定の取締役への依存について 

当社の代表取締役社長である高取美樹は、当社の主要株主であるとともに、当社創業時から現在に至

るまで代表取締役として事業を推進しており、当社の経営方針や経営戦略の立案及び決定をはじめ、営

業戦略や業務遂行等の経営全般において重要な役割を担っております。当社は、取締役会の充実、事業

ノウハウの共有、人材の獲得及び育成等により組織体制の強化を図り、同氏に過度に依存しない経営体

制の構築を進めておりますが、同氏が何らかの理由で業務を遂行することが困難になった場合には、当

社の今後の事業展開、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

 

（４）人材の確保と育成について 

当社にとって今後の事業拡大を目指していくためには、事業推進及び内部管理組織に適応した優秀な

人材の拡充による内部管理体制の充実が不可欠であります。人材の確保と定着に向け、採用活動の創意

工夫や就業環境の整備、コミュニケーションの円滑化など各種施策を実施しておりますが、今後の雇用

情勢の変化などにより適合した人材が確保できない場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を与

える可能性があります。 

 

（５）特定業界への依存について 

当社は、遊技機業界からの廃棄遊技機のリサイクル・リユース処理等で得られる収益を大きな柱とし

ています。遊技機業界の現状は、少子化やレジャーの多様化、遊技人口の減少、新型コロナウィルス感

染症の影響による集客や稼働率の低下を要因としたパチンコホール数の減少等を背景に、縮小傾向にあ

ります。加えて、遊技機メーカーにおいては、世界的な半導体等の電子部品の逼迫が続き、一部の新機

種において販売スケジュールの変更、販売台数の制限といった影響が生じています。 

このような遊技機業界の縮小傾向が続いた場合、廃棄遊技機の減少及び当社リユース部品を用いて製

造される遊技機の減少等により、当社の経営成績等に影響を与える場合があります。 

 また、遊技機の射幸性や技術上の規格を定める遊技機規則(国家公安委員会規則)の改正が行われた

場合、経過措置期間満了日に向け旧規則遊技機から新規則遊技機への入れ替えがピークを迎える等、廃

棄遊技機のリサイクル・リユース事業をメインとする当社の業績に大きな上下の変動の波をもたらす可

能性があります。 

 

（６）情報セキュリティについて 

当社の各事業活動におきましては、情報システムの利用とその重要性は増大しており、ITへの依存度

は髙まっております。一方で、サイバーテロやコンピュータウィルスのような情報通信ネットワークを

利用した犯罪や事故が近年増加傾向にあるため、コンピューターシステムの運用体制の整備など適切な

セキュリティ対策を実施しております。 

コンピュータウィルス対策ソフトやクラウド上でのバックアップ等のセキュリティ対策・バックアッ

プ体制を講じておりますが、不正アクセスやコンピュータウィルスの感染等によるシステム障害により

業務が中断した場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える場合があります。 

 

（７）固定資産の減損について 

当社は目的別に処理工場を有しており、工場に設置する機械等の減損損失を認識すべき資産について

減損処理をすることがあり、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

 

（８）有利子負債への依存について 

当社は、資金調達について金融機関からの借入金等に依存しており、2023年２月末における有利子負

債は1,041,803千円と総資産の約48％となっています。したがって、金融情勢の変化などにより計画ど

おり資金調達ができない場合には、事業展開等に影響を受ける可能性があります。また、金利の上昇に
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より資金調達コストが増大した場合には利益を圧迫し、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可

能性があります。 

            

（９）知的財産について 

当社はこれまで、業務遂行にあたり第三者の知的財産権の侵害は行わないように留意しておりますが、

それらを侵害する可能性は皆無ではありません。当社が意図しないところで他社から当社に対して知的

財産権侵害の訴えが提起され、その主張が認められてしまう可能性も否定できません。また反対に、他

社において当社の知的財産権に抵触するものがあったとしても当社の知的財産権侵害の主張が必ずしも

認められない可能性があります。このようなことが起きた場合、当社の業務に影響を与える可能性があ

ります。 

    なお当社は、当事業年度末現在、以下の商標登録を行っております。 

登録番号 商標 

第6055735号 ﾚｺｺ/Rococo 
 

(10）担当 J－Adviser との契約の解除に関するリスクについて 

当社は、株式会社東京証券取引所が運営を行っております証券市場TOKYO PRO Marketに上場予定です。

当社は、本書公表日現在において、株式会社日本M&Aセンターとの間で、担当J-Adviser契約（以下、

「当該契約」といいます。）を締結しております。当該契約は、TOKYO PRO Marketにおける当社株式の

新規上場及び上場維持の前提となる契約であり、当該契約を解除し、かつ、他の担当J-Adviserを確保

できない場合、当社株式はTOKYO PRO Marketから上場廃止となります。当該契約における契約解除に関

する条項及び契約解除に係る事前催告に関する事項は以下の通りです。 

なお、本書公表日現在において、当該契約の解除条項に該当する事象は生じておりません。 

＜J－Adviser契約解除に関する条項＞ 

当社（以下、「甲」という。）が次のいずれかに該当する場合には、株式会社日本M&Aセンター（以下、

「乙」という。）はJ-Adviser契約（以下、「本契約」という。）を即日無催告解除することができる。 

 甲が次のいずれかに該当する場合には、乙は本契約を即日無催告解除することができる。 

①  債務超過   

 甲がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合において、１年以内（審査対象事業年度の末日

の翌日から起算して１年を経過する日（当該1年を経過する日が甲の事業年度の末日に当たらないとき

は、当該1年を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日）までの期間をいう。以下、本号におい

て同じ。また「２年以内」も同様。）に債務超過の状態でなくならなかったとき。ただし、甲が法律の

規定に基づく再生手続若しくは更生手続、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法（以

下、「産活法」という。） 第２条第25項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手続

が実施された場合における産活法第49条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含

む。）、産業競争力強化法第２条第16項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手続が

実施された場合における産業競争力強化法第52条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場

合も含む。）又は私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基

づく整理を行うことにより、当該１年を経過した日から起算して１年以内に債務超過の状態でなくなる

ことを計画している場合（乙が適当と認める場合に限る。）には、２年以内に債務超過の状態でなくな

らなかったとき。  

 なお、乙が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、甲が審査対象事業年度に係る決算（上場

会社が連結財務諸表を作成すべき会社である場合には連結会計年度、連結財務諸表を作成すべき会社で

ない場合には事業年度に係る決算とする。）の内容を開示するまでの間において、再建計画（本号但し

書に定める１年以内に債務超過の状態でなくなるための経営計画を含む。）を公表している場合を対象

とし、甲が提出する当該再建計画並びに次の（ａ）及び（ｂ）に定める書面に基づき行うものとする。  

（ａ）次のイからハまでに掲げる場合の区分に従い、当該イからハまでに定める書面 

    イ 法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合 当該再建計画が、再生計画又は更生計

画として裁判所の認可を得ているものであることを証する書面  

    ロ 産競法第２条第16項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手続が実施され

た場合における産競法第52条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。）

を行う場合 当該再建計画が、当該手続にしたがって成立したものであることを証する書面  

    ハ 私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理

を行う場合 当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて
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債権者が記載した書面 

（ｂ）規程第311条第１項第５号ただし書に規定する１年以内に債務超過の状態でなくなるための経営

計画の前提となった重要な事項等が、公認会計士等により検討されたものであることについて当

該公認会計士等が記載した書面 

② 銀行取引の停止  

 甲が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった場

合。 

③ 破産手続、再生手続又は更生手続   

 甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合（甲

が、法律に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再生手続又

は更生手続を必要と判断した場合）又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態にな

った場合とは、次のａからｃまでに掲げる場合その他甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手

続又は更生手続を必要とするに至った場合に準ずる状態になったと乙が認めた場合をいうものとし、当

該ａからｃまでに掲げる場合には当該ａからｃまでに定める日に本号前段に該当するものとして取り扱

う。  

ａ 甲が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的としない法律に基づ

かない整理を行う場合 甲から当該整理を行うことについての書面による報告を受けた日  

ｂ 甲が、債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動の継続について

困難である旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、事業の全部若

しくは大部分の譲渡又は解散について株主総会又は普通出資者総会に付議することの取締役会の決

議を行った場合 甲から当該事業の譲渡又は解散に関する取締役会の決議についての書面による報

告を受けた日（事業の大部分の譲渡の場合には、当該事業の譲渡が事業の大部分の譲渡であると乙

が認めた日）  

ｃ 甲が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受若しくは弁

済に関する合意を当該債権者又は第三者と行った場合（当該債務の免除の額又は債務の引受若しく

は弁済の額が直前事業年度の末日における債務の総額の100分の10に相当する額以上である場合に

限る。） 甲から当該合意を行ったことについての書面による報告を受けた日  

④ 前号に該当することとなった場合においても、甲が次のａからｃまでに該当する再建計画の開示を行

った場合には、原則として本契約の解除は行わないものとする。  

ａ 次の（ａ）又は（ｂ）に定める場合に従い、当該（ａ）又は（ｂ）に定める事項に該当すること。  

（ａ）甲が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合 当該再建計画が、再

生計画又は更生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるものであること。  

（ｂ）甲が前号ｃに規定する合意を行った場合 当該再建計画が、前号ｃに規定する債権者又は第三者

の合意を得ているものであること。  

ｂ 当該再建計画に次の（ａ）及び（ｂ）に掲げる事項が記載されていること。  

（ａ） TOKYO PRO Marketに上場する有価証券の全部を消却するものでないこと。  

（ｂ） 前ａの（ａ）に規定する見込みがある旨及びその理由又は同（ｂ）に規定する合意がなされて

いること及びそれを証する内容  

ｃ 当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観点から適

当でないと認められるものでないこと。 

⑤ 事業活動の停止   

 甲が事業活動を停止した場合（甲及びその連結子会社の事業活動が停止されたと乙が認めた場合）又

はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａからｃまでに掲

げる場合その他甲が事業活動を停止した場合に準ずる状態になった場合と乙が認めた場合をいうものと

し、当該ａからｃまでに掲げる場合には当該ａからｃまでに掲げる日に同号に該当するものとして取り

扱う。  

ａ 甲が、合併により解散する場合のうち、合併に際して甲の株主に対してその株券等に代わる財産の

全部又は一部として次の（ａ）又は（ｂ）に該当する株券等を交付する場合は、原則として、合併

がその効力を生ずる日の３日前（休業日を除外する。）の日  

（ａ） TOKYO PRO Marketの上場株券等  

（ｂ） 特例第132条の規定の適用を受け、速やかにTOKYO PRO Marketに上場される見込みのある株券

等  

ｂ 甲が、前ａに規定する合併以外の合併により解散する場合は、甲から当該合併に関する株主総会
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（普通出資者総会を含む。）の決議についての書面による報告を受けた日（当該合併について株主

総会の決議による承認を要しない場合には、取締役会の決議（委員会設置会社にあっては、執行役

の決定を含む。）についての書面による報告を受けた日）  

ｃ 甲が、ａ及び前ｂに規定する事由以外の事由により解散する場合（本条第3号ｂの規定の適用を受

ける場合を除く。）は、甲から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた

日 

⑥ 不適当な合併等   

 甲が非上場会社の吸収合併又はこれに類するもの（ⅰ 非上場会社を完全子会社とする株式交換、ⅰ

の2 非上場会社を子会社とする株式交付、ⅱ 会社分割による非上場会社からの事業の承継、ⅲ 非

上場会社からの事業の譲受け、ⅳ 会社分割による他の者への事業の承継、ⅴ 他の者への事業の譲渡、

ⅵ 非上場会社との業務上の提携、ⅶ 第三者割当による株式若しくは優先出資の割当て、ⅷ その他

非上場会社の吸収合併又はⅰからⅶまでと同等の効果をもたらすと認められる行為）で定める行為（以

下本号において「吸収合併等」という。）を行った場合に、甲が実質的な存続会社でないと乙が認めた

場合 

⑦ 支配株主との取引の健全性の毀損   

 第三者割当により甲の支配株主（甲の親会社又は甲の議決権の過半数を直接若しくは間接に保有する

者）が異動した場合（当該割当により交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する

見込みがある場合を含む）において、支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると乙が

認めるとき 

⑧ 発行者情報等の提出遅延   

 甲が提出の義務を有する特定証券情報、発行者情報又は有価証券報告書等につき、特例及び法令に定

める期間内に提出しなかった場合で、乙がその遅延理由が適切でないと判断した場合 

⑨ 虚偽記載又は不適正意見等   

 次のａ又はｂに該当する場合  

ａ 甲が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合  

ｂ 甲の財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって、監査報告書について

は「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨（天災地変等、上場会社の責めに帰すべからざる

事由によるものである場合を除く。）が記載され、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合 

⑩ 法令違反及び上場契約違反等   

 甲が重大な法令違反又は特例に関する重大な違反を行った場合 

⑪ 株式事務代行機関への委託   

 甲が株式事務を特例で定める株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないことと

なることが確実となった場合  

⑫ 株式の譲渡制限   

 甲がTOKYO PRO Marketに上場する株式の譲渡につき制限を行うこととした場合 

⑬ 完全子会社化   

 甲が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合  

⑭ 指定振替機関における取扱い   

 甲が発行する株券が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合 

⑮ 株主の権利の不当な制限   

 甲が次のａからｇまでのいずれかに掲げる行為を行っている場合において、株主の権利内容及びその

行使が不当に制限されていると乙が認めた場合その他株主の権利内容及びその行使が不当に制限されて

いると乙が認めた場合をいう。  

ａ 買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て等の形で発行

する買収防衛策（以下「ライツプラン」という。）のうち、行使価額が株式の時価より著しく低い

新株予約権を導入時点の株主等に対し割り当てておくものの導入（実質的に買収防衛策の発動の時

点の株主に割り当てるために、導入時点において暫定的に特定の者に割り当てておく場合を除く。）  

ｂ ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお廃止又

は不発動とすることができないものの導入  

ｃ 拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総会の決

議を要する旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定（持株会社である甲の主要な事業を

行っている子会社が拒否権付種類株式又は取締役選任権付種類株式を甲以外の者を割当先として発

行する場合において、当該種類株式の発行が甲に対する買収の実現を困難にする方策であると乙が
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認めるときは、甲が重要な事項について種類株主総会の決議を要する旨の定めがなされた拒否権付

種類株式を発行するものとして取り扱う。）。  

ｄ TOKYO PRO Marketに上場している株券について、株主総会において議決権を行使することができる

事項のうち取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について制限のある種類の株式への変更に

係る決議又は決定。 

ｅ TOKYO PRO Marketに上場している株券より議決権の多い株式（取締役の選解任その他の重要な事項

について株主総会において一個の議決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求

権その他の経済的利益を受ける権利の価額等がTOKYO PRO Marketに上場している株券より低い株式

をいう。）の発行に係る決議又は決定。 

ｆ 議決権の比率が300％を超える第三者割当に係る決議又は決定。 

ｇ 株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をもたらす行為

に係る決議又は決定。 

⑯ 全部取得   

甲がTOKYO PRO Marketに上場している株券に係る株式の全部を取得する場合。 

⑰ 反社会的勢力の関与   

甲が反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態がTOKYO PRO Marketの

市場に対する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと乙が認めるとき。 

⑱ その他  

 前各号のほか、公益又は投資者保護のため、乙若しくは東証が上場廃止を適当と認めた場合。 

 

５ 【経営上の重要な契約等】 
  該当事項はありません。 

 

６ 【研究開発活動】 
  特記事項はありません。 
 

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 
 文中の将来に関する事項は、本書公表日現在において当社が判断したものであります。 

（１）重要な会計方針及び見積り 

当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されてお

ります。この財務諸表の作成にあたって、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・

費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りにつ

いて、過去の実績等を勘案し、合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積りによる不確実性の

ため、これらの見積りと異なる場合があります。 

 

（２）財政状態の分析 

第20期事業年度（自2022年３月１日 至2023年２月28日） 

（流動資産） 

当事業年度末における流動資産の残高は1,671,116千円で、前事業年度末に比べ257,328千円増加してお

ります。主な増加要因は現金及び預金の増加507,007千円、電子記録債権の増加81,299千円、貸倒引当金

の減少38,450千円等、主な減少要因は売掛金の減少261,213千円、原材料及び貯蔵品の減少49,340千円、

受取手形の減少45,649千円等であります。 

（固定資産） 

当事業年度末における固定資産の残高は482,524千円で、前事業年度末に比べ95,796千円減少しており

ます。主な減少要因は機械及び装置（純額）の減少101,389千円、役員に対する長期貸付金の減少28,022

千円等、主な増加要因は繰延税金資産の増加45,172千円等であります。 

（流動負債） 

当事業年度末における流動負債の残高は874,119千円で、前事業年度末に比べ54,557千円減少しており

ます。主な減少要因は買掛金の減少69,485千円、１年内返済予定の長期借入金の減少68,229千円、未払金

の減少53,553千円、預り金の減少45,132千円等、主な増加要因は未払法人税等の増加177,109千円等であ

ります。 

（固定負債） 

当事業年度末における固定負債の残高は788,514千円で、前事業年度末に比べ340,624千円減少しており
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ます。主な減少要因は長期借入金の減少324,007千円等であります。 

（純資産） 

当事業年度末における純資産の残高は491,007千円で、前事業年度末に比べ556,713千円増加しておりま

す。当期純利益556,713千円の計上による利益剰余金の増加がその変動要因であります。 

 

第21期中間会計期間（自2023年３月１日 至2023年８月31日） 

（流動資産） 

当中間会計期間末における流動資産の残高は1,402,067千円で、前事業年度末に比べ269,049千円減少し

ております。主な減少要因は現金及び預金の減少228,568千円、電子記録債権の減少65,861千円、原材料

及び貯蔵品の減少22,253千円等、主な増加要因は売掛金の増加24,977千円等であります。 

（固定資産） 

当中間会計期間末における固定資産の残高は442,390千円で、前事業年度末に比べ40,134千円減少して

おります。主な減少要因は保険積立金の減少13,805千円、繰延税金資産の減少13,263千円等であります。 

（流動負債） 

当中間会計期間末における流動負債の残高は579,643千円で、前事業年度末に比べ294,476千円減少して

おります。主な減少要因は未払法人税等の減少230,731千円、未払消費税等の減少63,947千円、１年内返

済予定の長期借入金の減少46,680千円等、主な増加要因は買掛金の増加57,475千円等であります。 

（固定負債） 

当中間会計期間末における固定負債の残高は730,957千円で、前事業年度末に比べ57,557千円減少して

おります。主な減少要因は長期借入金の減少65,004千円等であります。 

（純資産） 

当中間会計期間末における純資産の残高は533,856千円で、前事業年度末に比べ42,848千円増加してお

ります。増加要因は中間純利益85,290千円の計上による利益剰余金の増加、減少要因は剰余金の配当

42,441千円による利益剰余金の減少であります。 

 

（３）経営成績の分析 

 「１【業績等の概要】（１）業績」に記載の通りであります。 

 

（４）キャッシュ・フローの状況の分析 

当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、「１【業績等の概要】（２）キャッシュ・

フローの状況」に記載の通りであります。 

 

（５）運転資本 

 上場予定日（2024年５月28日）から12か月間の当社の運転資本は、現状の自己資金及び金融機関から

の借入による資金調達が可能であることから十分であると判断しております。 
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第４ 【設備の状況】 

当社は、遊技機リサイクル・リユースを主体とするリサイクル・リユース事業を行っており、単一セグメ

ントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 

 

１ 【設備投資等の概要】  
第20期事業年度（自2022年３月１日 至2023年２月28日） 

当事業年度において実施した設備投資の総額は52,520千円であり、その主な内訳は、建物27,459千円

（本社工場屋根・空調設備等補修、同資材倉庫新設、第三工場補修等）、工具、器具及び備品8,699千円等

であります。 

 

第21期中間会計期間（自2023年３月１日 至2023年８月31日） 

当中間会計期間において実施した設備投資の総額は36,511千円であり、その主な内訳は、建物19,243千

円（本社工場外装・空調設備等補修等）、リース資産10,142千円（フォークリフト）等であります。 

 

２ 【主要な設備の状況】 
当社における主要な設備は、次の通りであります。 

第20期事業年度（自2022年３月１日 至2023年２月28日） 

2023年２月28日現在 

事業所名 

(所在地) 

設備の 

内容 

帳簿価額(千円) 従業 

員数 

(名) 
建物 構築物 

機械及び 

装置 
車両運搬具 

工具、器具 

及び備品 
リース資産 合計 

本社事務所 

(名古屋市港区) 

本社 

機能 
4,708 120 － 4,576 1,222 2,428 13,057 

25 

(－) 

本社工場 

(名古屋市港区) 
工場 62,028 5,381 47,177 9,835 8,556 7,830 140,809 

25 

(72) 

菰野工場 

(三重県三重郡 

菰野町) 

工場 20,532 － 58,592 0 839 1,734 81,698 
－ 

(-) 

第二工場 

(名古屋市港区) 
工場 12,611 793 9,272 0 0 162 22,840 

1 

(1) 

第三工場 

(名古屋市港区) 
工場 0 － 3,285 － 0 － 3,285 

5 

(2) 

木場倉庫 

(名古屋市港区) 
倉庫 8,381 232 － － 807 － 9,422 

6 

(10) 

関東工場 

(茨城県桜川市) 
工場 27,282 2,837 20,098 0 6,955 － 57,172 

5 

(9) 
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第21期中間会計期間（自2023年３月１日 至2023年８月31日） 

2023年８月31日現在 

事業所名 

(所在地) 

設備の 

内容 

帳簿価額(千円) 従業 

員数 

(名) 
建物 構築物 

機械及び 

装置 
車両運搬具 

工具、器具 

及び備品  

リース 

資産 

建設 

仮勘定 
合計 

本社事務所 

(名古屋市港区) 

本社 

機能 
5,236 97 － 4,171 1,320 － － 10,826 

27 

(－) 

本社工場 

(名古屋市港区) 
工場 65,744 4,489 36,381 7,891 7,228 13,830 3,455 139,021 

27 

(55) 

菰野工場 

(三重県三重郡 

菰野町) 

工場 17,989 － 67,244 0 745 1,445 － 87,423 
- 

(-) 

第二工場 

(名古屋市港区) 
工場 6,949 664 4,478 0 723 3,240 － 16,056 

1 

(5) 

第三工場 

(名古屋市港区) 
工場 0 － 3,488 － 0 － － 3,488 

4 

(3) 

木場倉庫 

(名古屋市港区) 
倉庫 7,836 195 － － 702 － － 8,734 

6 

(17) 

関東工場 

(茨城県桜川市) 
工場 25,072 2,678 19,441 0 6,204 － － 53,396 

6 

(33) 

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】 
（１） 重要な設備の新設等 

該当事項はありません。 
 

（２）重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 
 

 



23 

 

第５ 【発行者の状況】 

１ 【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

記名・無記名

の別、額面・

無額面の別及

び種類 

発行可能 

株式総数 

(株) 

未発行 

株式数 

(株) 

会計年度末 

現在発行数 

（株) 

公表日現在 

発行数 

(株) 

上場金融商品取

所名又は登録認

可金融商品取引

業協会名 

内容 

(2023年２月28日) (2024年４月24日) 

普通株式 4,000,000 2,782,000 6,090 1,218,000 非上場 

権利内容に何ら限

定のない当社にお

ける標準となる株

式であり、単元株

式数は100株であ

ります。 

計 4,000,000 2,782,000 6,090 1,218,000 － － 

(注１)2024年１月26日開催の臨時取締役会決議により、2024年２月20日付で普通株式１株を200株に分割しております。

これにより、発行済株式総数は1,211,910株増加し、1,218,000株となっております。また、当該株式分割に伴う定

款変更が行われ、発行可能株式総数は3,960,000株増加し、4,000,000株となっております。 

(注２)2024年２月20日開催の臨時株主総会決議により、定款の変更が行われ、2024年２月20日付で１単元を100株とする

単元株制度を導入しております。 

 
（２）【新株予約権等の状況】 

第３回新株予約権（2022年10月31日 株主総会決議） 

区 分 
最近事業年度末現在 

(2023年２月28日) 

公表日の前月末現在 

(2024年３月31日) 

新株予約権の数(個) 300 300 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株)   300（注１） 60,000(注４） 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 188,000（注２） 940（注２、４） 

新株予約権の行使期間 
自 2024年12月１日 

至 2032年10月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格 188,000（注３） 

資本組入額 94,000（注３） 

発行価格 940（注３、４） 

資本組入額 470（注３、４） 

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権者は、権利行使時にいずれか

の金融取引所に上場しており、当社また

は当社子会社の取締役、従業員その他こ

れに準ずる地位を有していなければなら

ない。ただし、新株予約権者が任期満了

により退任または定年退職した場合、あ

るいは取締役会が正当な理由があると認

めた場合は、この限りではない。 

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人

はその権利を行使することできない。 

③各新株予約権１個当たりの一部行使はで

きないものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

譲渡による新株予約権の取得について

は、当社取締役会の決議による承認を要

するものとする。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 

関する事項 
－ － 
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（注１）新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。なお、当社が株式分割（株式無償割当を含む。）

又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、

新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の

結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転（以下、総省として「合併

等」という。）を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的

な範囲内で株式数を調整することができるものとします。 

（注２）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される１株当たりの払込金額は、次の算式に

より決定される１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とします。       

発行当初の行使価額は、新株予約権当たり金188,000円とする。なお、当社が株式分割または株式併合を行う場

合、次の算式により行使価格を調整し、１円未満の端数は切り上げるものとします。 

調整後行使価格＝ 
1 

調整前行使価格×分割・併合比率 

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に

基づく株式の発行・処分を除く）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の 端数は

切り上げるものとします。 

調整後行使価格＝ 

既発行 

株式数 
× 

調整前 

行使価額 
＋ 

新規発行 

株式数 
× 

１株当たり 

払込金額 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株当た

り処分金額」と読み替えるものとします。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分

割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合

理的な範囲で調整されるものとします。 

（注３）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い

算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を

切り上げるものとします。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上

記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。 

（注４）2024年１月26日開催の臨時取締役会決議により、2024年２月20日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分

割を行ったことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権行使時の払込金額」及び「新株予約

権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。 

 

（４）【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 
 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

年月日 

発行済株式総

数増減数 

(株) 

発行済株式総

数残高 

(株) 

資本金 

増減額 

(千円) 

資本金 

残高 

(千円) 

資本準備金 

増減額 

(千円) 

資本準備金 

残高 

(千円) 

2007年11月30日 

（注１） 
200 6,090 30,000 77,518 － 2,518 

2024年２月20日 

    （注２） 
1,211,910 1,218,000 － 77,518 － 2,518 

（注１）有償第三者割当 

割当先：名古屋中小企業投資育成㈱ 

発行価格：150,000円 

資本組入額：150,000円 

（注２）株式分割 

2024年２月20日開催の臨時株主総会決議により、2024年２月20日付で普通株式１株を200株に分割しております。 

これにより株式数は1,211,910株増加し1,218,000株となっております。 
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（６）【所有者別状況】 

2024年３月31日現在 

区分 

株式の状況(１単元の株式数100株) 
単元未満 

株式の状況 

(株) 

政府及び 

地方公共 

団体 

金融機関 
金融商品

取引業者 

その他の 

法人 

外国法人等 
個人 

その他 
計 

個人以外 個人 

株主数 

(人) 
－ － － １ － － ９ 10 － 

所有株式数 

(単元) 
－ － － 400 － － 11,780 12,180 － 

所有株式数 

の割合(％) 
－ － － 3.3 － － 96.7 100.0 － 

 

（７）【大株主の状況】 

 「第三部【株式公開情報】第３【株主の状況】」に記載の通りです。 

 

（８）【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

2024年３月31日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式(自己株式等) － － － 

議決権制限株式(その他) － － － 

完全議決権株式(自己株式等) － － － 

完全議決権株式(その他) 普通株式 1,218,000  12,180 

権利内容に何ら制限の

ない当社における標準

となる株式であり、単

元株式数は100株であり

ます。 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数 普通株式 1,218,000 － － 

総株主の議決権 －  12,180 － 

（注１）2024年１月26日開催の臨時取締役会決議により、2024年２月20日付で普通株式１株を200株に分割しております。 

（注２）2024年２月20日付で定款変更を行い、１単元を100株とする単元株制度を導入しております。 

 

② 【自己株式等】 

該当事項はありません。 
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（９）【ストックオプション制度の内容】 

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を導入しております。当該制度は、会社法に基

づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。 

当該制度の内容は、以下の通りであります。 
 

第３回新株予約権（2022年10月31日臨時株主総会決議） 

決議年月日 2022年10月31日 

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役３名、当社従業員53名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「（２）新株予約権の状況」に記載しております。 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 

組織再編成行為に伴う新株予約権の 

交付に関する事項 
同上 

 

（10）【従業員株式所有制度の内容】 

該当事項はありません。 
 

２ 【自己株式の取得等の状況】 
該当事項はありません。 

 

３ 【配当政策】 

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題として認識している一方、今後の成長に向けた設備

投資を機動的に行うため、また経営基盤の安定化を図るため内部留保の確保も企業価値向上のため必要で

あると考えており、内留保資金につきましては、今後の事業拡大に活用していく所存であります。 

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当行うことができる旨を定款に定めております。こ

れらの配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

当事業年度の配当金につきましては、１株あたり6,969円としております。今後の配当につきましては、

財政状態、経営成績及び今後の事業計画を勘案し内部留保とのバランスを図りながらその実施を検討する

所存であります。 

なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下の通りであります。 

決議 
配当金の総額 

（円） 

１株当たり 

配当額（円） 

2023年５月30日 

定時株主総会 
42,441,210 6,969 

 

４ 【株価の推移】 

当社株式は、非上場であるため、該当事項はありません。 
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 ５【役員の状況】 

男性４名、女性１名（役員のうち女性の比率20.0％） 

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 報酬 
所有株式

数(株) 

代表取締役

社長 
高取 美樹 1949年１月９日 

1971年４月 東洋信託銀行（現三菱UFJ信託銀行㈱）入社 

（注１） （注３） 730,000 

1981年６月 フルハシ工業㈱（現フルハシEPO㈱）入社 

1985年４月 同社取締役管理部長 

1988年４月 同社常務取締役 

1990年４月 同社専務取締役 

1992年４月 TAKASHIMA PACKAGING(S) PTE,LTD取締役 

1998年７月 グリーンサイクル㈱代表取締役社長 

2003年３月 当社代表取締役社長（現任） 

常務取締役 松尾 直樹 1961年８月17日 

1984年４月 フルハシ工業㈱（現フルハシEPO㈱）入社 

（注１） （注３） 70,000 
2001年７月 グリーンサイクル㈱入社 

2003年３月 当社取締役 

2008年２月 当社常務取締役（現任） 

取締役 

統括管理部

長 

伊東 謙 1956年６月３日 

1979年４月 ㈱中央相互銀行（現㈱愛知銀行）入行 

（注１） （注３） － 

2012年６月 共栄㈱入社、取締役統括部長 

2016年７月 当社入社、執行役員第２営業部長 

2018年５月 

 

 

当社監査役 

2022年10月 当社取締役統括管理部長（現任） 

取締役 

経理部長 
小山 昭美 1970年12月９日 

2003年11月 ビュウティ機工㈱入社 

 

（注１） （注３） － 

2006年９月 当社入社 

2014年３月 当社経理部長 

2022年４月 当社執行役員経理部長 

2022年10月 当社取締役経理部長（現任） 

監査役 加藤 敏美 1957年12月９日 

1981年４月 ㈱中央相互銀行（現㈱愛知銀行）入行 

 

（注２） （注３） － 

2015年１月 共栄㈱入社 

2016年５月 司企業㈱入社 

2019年８月 同社執行社員 

2022年８月 当社顧問 

2022年10月 当社監査役（現任） 

計 800,000 

（注１）取締役の任期は、2024年２月20日開催の臨時株主総会から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会終結の時までであります。 

（注２）監査役の任期は、2024年２月20日開催の臨時株主総会から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終に

ものに関する定時株主総会の時までであります。 

（注３）2023年２月期における役員報酬の総額は、「６【コーポレート・ガバナンスの状況等】（１）【コーポレート・

ガバナンスの状況】⑤役員報酬の内容」に記載の通りであります。 

（注４）加藤敏美氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】 
（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】 

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、株主をはじめとするすべてのステークスホルダーとの適切な関係を維持し、企業の社会的責

任を果たすために、永続的な発展と成長、継続的な企業価値の最大化を目指すとともに、経営の健全性、

効率性、透明性を確保すべく、最適な経営管理体制を目指しております。 

 

② 会社の機関の内容およびコーポレート・ガバナンス体制について 

1) 取締役会 

当社の取締役会は、取締役４名で構成され、任期を２年としております。取締役会の運営は、取

締役会規程に準拠しておこなわれ、原則として月１回開催の取締役会のほか、必要に応じて臨時取

締役会を開催しております。取締役会では、法令及び定款で定められた専決事項のほか、経営に関

する重要な事項や非経常的な事項を、適時適切に承認・報告・決議し、経営判断の迅速化を図って

おります。 

また、監査役が取締役会に出席し適時意見を述べることで、経営に対する適正な牽制機能が果た

されています。 

2) 監査役 

当社の監査役は社外監査役１名で構成され、任期を４年としております。監査役は、取締役会に

出席し、取締役の職務執行を監督するとともに、リスク管理・コンプライアンスを監視できる体制

をとっています。 

また、代表取締役との会合を適時行うことで、問題点を報告・共有しております。加えて、内部

監査担当者や監査法人との連携により三様監査の実効性を高めております。 

3) 内部監査 

当社における内部監査は、代表取締役社長が選任した内部監査担当者（2名）が内部監査計画書

等に基づき監査役と連携して各部門の業務に関する監査を実施しています。監査結果は、代表取締

役及び被監査部門に報告されるとともに、必要に応じて被監査部門に改善指示を行い、改善状況を

確認することとしております。 

また、内部監査担当者は監査法人と定期的な面談を行い、監査に必要な情報について、共有化を

図っております。 

4) 会計監査 

当社は監査法人コスモスと監査契約を締結し、独立した立場から「特定上場有価証券に関する有

価証券上場規程の特例」第110条第５項の規定に基づき監査を受けております。なお、2023年２月

期において監査を執行した公認会計士は新開智之氏、外山雄一氏の２名であり、いずれも継続監査

年数は７年以内であります。また、当該監査業務にかかる補助者は公認会計士４名及びその他２名

であります。なお、当社の監査に従事する公認会計士及びその補助者との間には特別の利害関係は

ありません。 
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当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次の通りであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

当社は、取締役会規程、業務分掌規程等の規定に基づいて業務を合理的に分担することで、特定の組

織ならびに特定の担当者に業務や権限が集中することを回避し、内部牽制機能が適切に働くよう努めて

います。また、企業の成長と存続を維持していくためには、すべての取締役・使用人が法令順守のもと、

高い倫理観をもって行動することが必要不可欠であることから、コンプライアンス規程を定め、啓蒙活

動を行っております。 

 

③ 社外取締役及び社外監査役との関係について 

当社では社外取締役は選任しておらず、社外監査役は１名選任しております。社外監査役は数社にお

ける管理職経験を有しており、独自の見識に基づいた経営監視及び監査機能を有することで、適切な経

営意思決定や経営の透明性確保に貢献していると考えております。なお、当社との間には人的関係、資

本的関係、取引関係その他利害関係は一切ありません。 

 

④ リスク管理体制の整備の状況 

当社は、想定される事業リスクを最小限に留めるべく、社内規程及び業務フロー図に沿った業務を遂

行することで社内におけるチェック・牽制機能を働かせております。また、必要に応じて弁護士等の複

数の専門家から重要な法律問題についていて適宜アドバイスを受け、法的リスクの回避・軽減に努めて

おります。 

 

⑤ 役員報酬の内容 

役員区分 
報酬等の総額 

（千円） 

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる 

役員の員数 

（人） 
基本報酬 賞与 

ストック 

オプション 

取締役（社外取締役を除く） 86,440 86,440 － － 5 

監査役（社外監査役を除く） － － － － － 

社外役員 1,440 1,440 － － 1 

（注１）使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものはありません。 

（注２）上記には2023年10月20日付で退任した取締役１名を含んでおります。 

  

株主総会 

監査役 

外部専門家 

監査法人 

 

代表取締役 

経営会議 

内部監査責任者 

各事業部門 

指示 

選任・解任 

監査 

指導・助言 

連携 

監査 

取締役会 

指示 

報告 

報告 

報告 
選定・解職・

監督 

報告 

報告 

指示 連携 

監査 

連携 

選任・解任 

相談 
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⑥ 支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

支配株主との取引が発生する場合には、当該取引条件を一般の取引条件と同等の条件に照らし合わせ

て決定し、かつ、公正で適切な取引関係の維持に努めることにより、少数株主の利害を害することのな

いように対応いたします。関連当事者取引については、取引の際に取締役会の承認を必要といたします。

このような運用を行うことにより、少数株主の利益を損なうことを排除する体制を構築してまいります。 

 
⑦ 取締役及び監査役の定数 

当社は、取締役10名以内、監査役は３名以内とする旨を定款に定めております。 

  
⑧ 取締役の選任決議要件 

当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有

する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって選任する旨を定款に定めております。 

 

⑨ 株主総会の特別決議要件 

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議の要件について、議決権を行使すること

ができる株主の過半数を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定め

ております。 

 

⑩ 自己株式の取得 

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得すること

ができる旨を定款に定めています。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能

とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。 

 

⑪ 取締役及び監査役の責任免除 

当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できる環境を整備するため、会社法第426

条第１項の規程により、任務を怠った取締役（取締役であったものを含む。）及び監査役（監査役であ

ったものを含む）の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除できる旨を定款

に定めています。  

 

⑫ 中間配当に関する事項 

当社は、期末配当の他、基準日を定め、その最終の株主名簿に記載又は記録ある株主等に対して、剰

余の配当を行うことができる旨を定款に定めています。 

 

⑬ 株式の保有状況 

1）投資株式の区分の基準及び考え方 

当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目

的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しておりま

す。 

2）保有目的が純投資以外目的以外の目的である投資株式 

a 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄個別銘柄の保有の適否に関する取締役会

等における検証の内容  

b 銘柄数及び貸借対照表計上額 

 銘柄数 

（銘柄） 

貸借対照表計上額の合計額 

（千円） 

非上場株式 1 340 

非上場以外の株式 － － 

  （当事業年度において株式数が増加した銘柄） 

    該当事項はありません。 

（当事業年度において株式数が減少した銘柄） 

  該当事項はありません。 

c 特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報 

該当事項はありません。 

3）保有目的が純投資目的である投資株式 

該当事項はありません。 
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（２）【監査報酬の内容等】 

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】 

最近事業年度 

監査証明業務に基づく報酬(千円) 非監査業務に基づく報酬(千円) 

7,400 － 

 

②【その他重要な報酬の内容】 

該当事項はありません。 

 

③【監査法人の発行者に対する非監査業務の内容】 

該当事項はありません。 

  

④【監査報酬の決定方針】 

監査報酬の決定方針はありませんが、監査意見を表明するに足る十分な監査手続を実施する時間を

確保する観点から、監査法人から提示された見積書の内容を吟味し、監査役の同意を得たうえで決定

しております。 
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第６ 【経理の状況】 

１．財務諸表の作成方法について 
（１）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号。

以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 

（２）当社の財務諸表は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特

例」第110条第６項で認められた会計基準のうち、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して作成しております。 

 

２．中間財務諸表の作成方法について 
（１）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1977年大蔵省令

第38号)に基づいて作成しております。 

 

（２）当社の中間財務諸表は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の

特例の施行規則」第110条第６項で認められた会計基準のうち、我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に準拠しております。 

 

３．監査証明について 
（１） 当社は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第110

条第５項の規定に基づき、当社の当事業年度（2022年３月１日から2023年２月28日まで）の財務

諸表について、監査法人コスモスの監査を受けております。 

（２） 当社は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第110条

第５項の規定に基づき、当中間会計期間（2023年３月１日から2023年８月31日まで）の中間財務諸表

について、監査法人コスモスにより中間監査を受けております。 

 

４．連結財務諸表について 
当社は子会社がありませんので連結財務諸表及び中間連結財務諸表を作成しておりません。 
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１【財務諸表等】 
（１）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 
(単位：千円) 

 
前事業年度 

(2022年２月28日) 

当事業年度 

(2023年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

 現金及び預金 622,371 1,129,379 

 受取手形 46,099 450 

 売掛金 559,350 298,136 

 電子記録債権 64,802 146,102 

 商品及び製品 12,277 13,776 

 原材料及び貯蔵品 114,477 65,137 

 前払費用 28,385 22,873 

 その他 13,666 4,452 

 貸倒引当金 △47,642 △9,191 

 流動資産合計 1,413,788 1,671,116 

固定資産   

 有形固定資産   

  建物（純額） 141,511 135,545 

  構築物（純額） 10,396 9,366 

  機械及び装置（純額） 239,815 138,425 

  車両運搬具（純額） 13,493 14,411 

  工具、器具及び備品（純額） 14,999 18,381 

  リース資産（純額） 17,242 12,156 

  有形固定資産合計 ※   437,459 ※   328,287 

 無形固定資産   

  ソフトウェア 14,381 13,654 

  その他 1,180 1,180 

  無形固定資産合計 15,561 14,834 

 投資その他の資産   

  役員に対する長期貸付金 28,022 － 

  長期前払費用 12,057 9,014 

  保険積立金 33,644 37,963 

  敷金及び保証金 46,593 42,259 

  繰延税金資産 4,586 49,759 

  その他 395 406 

  投資その他の資産合計 125,300 139,403 

固定資産合計 578,321 482,524 

資産合計 1,992,109 2,153,641 
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 (単位：千円) 

 
前事業年度 

(2022年２月28日) 

当事業年度 

(2023年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 127,478 57,993 

１年内返済予定の長期借入金 357,157 288,927 

リース債務 7,848 5,663 

未払金 189,376 135,822 

未払費用 20,433 27,784 

未払法人税等 85,426 262,535 

未払消費税等 71,676 63,947 

契約負債 8,293     12,164 

預り金 50,908 5,776 

賞与引当金 10,056 10,474 

役員賞与引当金 － 3,000 

その他 21 28 

流動負債合計 928,676 874,119 

 固定負債   

長期借入金 1,025,657 701,650 

リース債務 11,088 7,744 

退職給付引当金 25,505 27,735 

資産除去債務 28,320 28,358 

その他 38,567 23,027 

固定負債合計 1,129,139 788,514 

負債合計 2,057,816 1,662,633 

純資産の部   

株主資本   

資本金 77,518 77,518 

資本剰余金   

資本準備金 2,518 2,518 

資本剰余金合計 2,518 2,518 

利益剰余金   

利益準備金 1,218 1,218 

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △146,961 409,752 

利益剰余金合計 △145,743 410,970 

株主資本合計 △65,706 491,007 

純資産合計 △65,706 491,007 

負債純資産合計 1,992,109 2,153,641 
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【中間貸借対照表】 
(単位：千円) 

 
当中間会計期間 

(2023年８月31日) 

資産の部  

流動資産  

 現金及び預金 900,810 

 売掛金 323,114 

 電子記録債権 80,241 

 製品 26,880 

 原材料及び貯蔵品 42,884 

 前払費用 26,146 

 その他 9,558 

 貸倒引当金 △7,568 

 流動資産合計 1,402,067 

固定資産  

 有形固定資産  

  建物（純額） 128,829 

  構築物（純額） 8,124 

  機械及び装置（純額） 131,034 

  車両運搬具（純額） 12,063 

  工具、器具及び備品（純額） 16,925 

  リース資産（純額） 18,515 

  建設仮勘定 3,455 

  有形固定資産合計 ※   318,948 

 無形固定資産  

  ソフトウェア 11,329 

  その他 1,180 

  無形固定資産合計 12,509 

 投資その他の資産  

  長期前払費用 7,977 

  保険積立金 24,157 

  敷金及び保証金 41,371 

  繰延税金資産 36,495 

  その他 930 

  投資その他の資産合計 110,932 

固定資産合計 442,390 

資産合計 1,844,457 
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 (単位：千円) 

 
当中間会計期間 

(2023年８月31日) 

負債の部  

流動負債  

買掛金 115,469 

１年内返済予定の長期借入金 242,247 

リース債務 7,134 

未払金 118,868 

未払費用 32,081 

未払法人税等 31,804 

契約負債 14,344 

預り金 6,646 

賞与引当金 10,474 

その他 572 

流動負債合計 579,643 

 固定負債  

長期借入金 636,646 

リース債務 13,317 

退職給付引当金 29,296 

資産除去債務 34,015 

その他 17,681 

固定負債合計 730,957 

負債合計 1,310,600 

純資産の部  

株主資本  

資本金 77,518 

資本剰余金  

資本準備金 2,518 

資本剰余金合計 2,518 

利益剰余金  

利益準備金 5,462 

その他利益剰余金  

繰越利益剰余金 448,357 

利益剰余金合計 453,819 

株主資本合計 533,856 

純資産合計 533,856 

負債純資産合計 1,844,457 
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②【損益計算書】 
(単位：千円) 

 

前事業年度 

(自 2021年３月１日 

至 2022年２月28日) 

当事業年度 

(自 2022年３月１日 

至 2023年２月28日) 

売上高 3,481,503 ※１   4,166,428 

売上原価 2,745,741 2,924,597 

売上総利益 735,762 1,241,831 

販売費及び一般管理費 ※２     349,840 ※２     340,053 

営業利益 385,921 901,778 

営業外収益   

受取利息及び配当金 162 153 

受取賃借料 9,881 11,831 

保険解約返戻金 1,953 1,496 

その他 1,920 1,038 

営業外収益合計 13,917 14,520 

営業外費用   

支払利息 14,581 10,350 

支払保証料 2,607 2,767 

その他 1,569 1,368 

営業外費用合計 18,758 14,486 

経常利益 381,080 901,812 

特別利益   

固定資産売却益 ※３      649 ※３      306 

特別利益合計 649 306 

特別損失   

固定資産売却損 ※４   29,034 ※４   39,500 

固定資産除却損 ※５   14,601 ※５   18,692 

減損損失 － ※６   31,959 

特別損失合計 43,635 90,152 

税引前当期純利益 338,094 811,966 

法人税、住民税及び事業税 85,427 300,424 

法人税等調整額 51,226 △45,172 

法人税等合計 136,654 255,252 

当期純利益 201,440 556,713 

 

【売上原価明細書】 

区分 
注記

番号 

前事業年度 

（自 2021年３月１日 

至 2022年２月28日） 

当事業年度 

（自 2022年３月１日 

至 2023年２月28日） 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 

Ⅰ.材料費  1,140,872 42.1 1,185,894 40.5 
Ⅱ.労務費  222,975 8.2 251,658 8.6 

Ⅱ.外注費  546,300 20.1 656,206 22.4 

Ⅳ.経費  803,895 29.6 832,335 28.5 

当期総製造費用  2,714,044 100.0 2,926,096 100.0 

期首製品棚卸高  43,974  12,277  
期末製品棚卸高  12,277  13,776  

売上原価  2,745,741  2,924,597  
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【中間損益計算書】 
(単位：千円) 

 

当中間会計期間 

(自 2023年３月１日 

至 2023年８月31日) 

売上高 1,811,003 

売上原価 ※２      1,489,198 

売上総利益 321,804 

販売費及び一般管理費 ※１、２    193,430 

営業利益 128,374 

営業外収益  

受取利息及び配当金 13 

受取賃借料 3,498 

受取手数料 2,727 

保険解約返戻金 15,724 

その他 463 

営業外収益合計 22,427 

営業外費用  

支払利息 4,110 

支払保証料 1,115 

その他 20 

営業外費用合計 5,246 

経常利益 145,555 

特別損失  

固定資産除却損 15,195 

特別損失合計 15,195 

税引前中間純利益 130,359 

法人税、住民税及び事業税 31,805 

法人税等調整額 13,263 

法人税等合計 45,069 

中間純利益 85,290 
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③【株主資本等変動計算書】 

前事業年度（自 2021年３月１日 至 2022年２月28日） 

（単位：千円） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 

合計 資本準備金 
資本剰余金

合計 
利益準備金 

その他 

利益剰余金 利益剰余金 

合計 繰越利益 

剰余金 

当期首残高 77,518 2,518 2,518 1,218 △348,401 △347,183 △267,146 

当期変動額        

当期純利益     201,440 201,440 201,440 

株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
       

当期変動額合計 － － － － 201,440 201,440 201,440 

当期末残高 77,518 2,518 2,518 1,218 △146,961 △145,743 △65,706 

        

 

評価・換算差額等 

純資産 

合計 

    

その他有

価証券評

価差額金 

評価・換

算差額等

合計 

    

    

    

当期首残高 △45 △45 △276,192     

当期変動額        

当期純利益   201,440     

株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
45 45 45     

当期変動額合計 45 45 201,485     

当期末残高 － － △65,706     

 
    

当事業年度（自 2022年３月１日 至 2023年２月28日） 

（単位：千円） 

 

株主資本 

純資産 

合計 資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 

合計 
資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 

その他利

益剰余金 
利益 

剰余金 

合計 
繰越利益 

剰余金 

当期首残高 77,518 2,518 2,518 1,218 △146,961 △145,743 △65,706 △65,706 

当期変動額         

当期純利益     556,713 556,713 556,713 556,713 

当期変動額合計 － － － － 556,713 556,713 556,713 556,713 

当期末残高 77,518 2,518 2,518 1,218 409,752 410,970 491,007 491,007 
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【中間株主資本等変動計算書】 

   当中間会計期間（自 2023年３月１日 至 2023年８月31日） 

（単位：千円） 

 

株主資本 

純資産 

合計 資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 

合計 
資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 

その他利

益剰余金 
利益 

剰余金 

合計 
繰越利益 

剰余金 

当期首残高 77,518 2,518 2,518 1,218 409,752 410,970 491,007 491,007 

当中間期変動額         

剰余金の配当     △42,441 △42,441 △42,441 △42,441 

利益準備金の積立    4,244 △4,244 － － － 

中間純利益     85,290 85,290 85,290 85,290 

当中間期変動額合計  － － － 4,244 38,604 42,848 42,848 42,848 

当中間期末残高 77,518 2,518 2,518 5,462 448,357 453,819 533,856 533,856 
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④【キャッシュ・フロー計算書】 
(単位：千円) 

 

前事業年度 

(自 2021年３月１日 

至 2022年２月28日) 

当事業年度 

(自 2022年３月１日 

至 2023年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 338,094 811,966 

減価償却費 73,811 69,991 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 35,851 △38,450 

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,616 418 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 3,000 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,032 2,229 

受取利息及び受取配当金 △162 △153 

支払利息 14,581 10,350 

固定資産処分損益（△は益） 42,985 57,887 

減損損失 － 31,959 

売上債権の増減額（△は増加） △392,395 225,563 

棚卸資産の増減額（△は増加） 178,885 47,840 

仕入債務の増減額（△は減少） 77,095 △69,485 

未払金の増減額（△は減少） 66,903 △36,949 

未払消費税等の増減額（△は減少） 55,402 △7,728 

その他 36,273 △18,837 

小計 531,976 1,089,601 

利息及び配当金の受取額 16 9 

利息の支払額 △14,606 △10,082 

法人税等の支払額 △332 △123,315 

営業活動によるキャッシュ・フロー 517,054 956,212 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △62,910 △59,366 

有形固定資産の売却による収入 13,954 6,420 

無形固定資産の取得による支出 △9,027 △4,745 

敷金及び保証金の返戻による収入 27,734 4,806 

役員に対する貸付金の回収による収入 － 28,164 

その他 △6,376 6,723 

投資活動によるキャッシュ・フロー △36,626 △17,997 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 200,000 

長期借入金の返済による支出 △382,598 △592,237 

長期未払金の返済による支出 △57,092 △20,277 

リース債務の返済による支出 △7,312 △8,691 

財務活動によるキャッシュ・フロー △447,003 △421,206 

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 33,424 517,009 

現金及び現金同等物の期首残高 546,710 580,135 

現金及び現金同等物の期末残高 ※   580,135 ※  1,097,144 
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【中間キャッシュ・フロー計算書】 
(単位：千円) 

 

当中間会計期間 

(自 2023年３月１日 

至 2023年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前中間純利益 130,359 

減価償却費 32,969 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,623 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,000 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,561 

受取利息及び受取配当金 △13 

支払利息 4,110 

固定資産処分損益（△は益） 15,195 

売上債権の増減額（△は増加） 41,333 

棚卸資産の増減額（△は増加） 9,149 

仕入債務の増減額（△は減少） 57,475 

未払金の増減額（△は減少） △12,146 

未払消費税等の増減額（△は減少） △63,947 

その他 △14,482 

小計 196,942 

利息及び配当金の受取額 12 

利息の支払額 △3,938 

法人税等の支払額 △262,635 

営業活動によるキャッシュ・フロー △69,619 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △60,000 

定期預金の払戻による収入 42,211 

有形固定資産の取得による支出 △21,803 

保険積立金の解約による収入 32,635 

その他 △3,193 

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,150 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 50,000 

長期借入金の返済による支出 △161,684 

長期未払金の返済による支出 △8,299 

リース債務の返済による支出 △4,162 

配当金の支払額 △42,441 

財務活動によるキャッシュ・フロー △166,588 

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △246,358 

現金及び現金同等物の期首残高 1,097,144 

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※   850,786 
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【注記事項】 

第20期事業年度（自2022年３月１日 至2023年２月28日） 

（重要な会計方針） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

（1）その他有価証券 

市場価格のない株式等  

移動平均法による原価法を採用しております。 

 

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法 

（1）商品、製品 

総平均法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を

採用しております。 

（2）原材料 

個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採

用しております。 

（3）貯蔵品 

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

を採用しております。 

 

３．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 

建物            ２～24年 

構築物          ２～15年 

機械及び装置      15～17年 

車両運搬具          ２～６年 

工具、器具及び備品 ２～17年 

(2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

ソフトウエア（自社利用分）については、社内における使用可能期間（５年）に基づく定額法によっ

ております。 

(3）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 

４．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき、当事業年度に対応する金額を計上しており

ます。 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務（期末自己都合退職金要支給額）に基

づき、計上しております。計算方法は簡便法を使用しております。 
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５．収益及び費用の計上基準 

 当社との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通

常の時点においては、以下に記載の通りであります。 

 (1）処分売上 

主に廃棄されるパチンコ台やパチスロ台等の回収・処分に係る収益であり、回収時に履行義務が充足

されることから、当該時点において収益を認識しております。 

(2) 部品取り作業売上   

メーカーから部品取り作業委託を受け当社がホール等から購入、もしくはメーカーがホールの新台入

替等で下取りした廃棄遊技機の部品取り作業が完了した時点において収益を認識しています。 

(3) リサイクル・リユース品販売売上 

ホール等から購入した廃棄遊技機やメーカーより入荷した遊技機等を解体し、出荷した時点において

収益を認識しています。   

(4) 再販売上 

 メーカーから回収の依頼があった遊技機についてホールから購入した遊技機を検品しメーカーに報告

した後、所有権が譲渡された時点において収益を認識します。 

 

６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。  
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（重要な会計上の見積り） 

会計上の見積りは、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当

期の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼす

リスクがある項目は以下の通りです。 

 

（固定資産の減損に係る見積り） 

１．当事業年度の財務諸表に計上した金額 

 前事業年度 当事業年度 

減損損失 －千円 31,959千円 

有形固定資産 437,459千円 328,287千円 

無形固定資産 15,561千円 14,834千円 

 

２．会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他情報 

当社は、原則として、事業拠点を基準として資産のグルーピングを行っております。第三工場におい

て太陽光・液晶パネルを取り扱う事業所については、当該事業所から生ずる営業損益が継続的にマイナ

スとなっていることから、減損の兆候が認められております。このため、当事業年度において減損損失

の認識の要否の判断が行われています。当該判定に用いられる将来キャッシュ・フローの見積りは、経

営者が作成した各事業拠点の事業計画を基礎として行いますが、将来の生産計画及び設備投資計画等に

おける販売数量に関する仮定には不確実性を伴い、これらの経営者による判断が将来キャッシュ・フロ

ーの見積りに重要な影響を及ぼします。 

 

（繰延税金資産の回収可能性に係る見積り） 

１．当事業年度の財務諸表に計上した金額 

 前事業年度 当事業年度 

繰延税金資産 4,586千円 49,759千円 

 

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 

2018年２月16日）に定める会社分類に基づき、当事業年度末における将来減算一時差異に対して、将来

の税金負担額を軽減することができる範囲内で計上しております。 

当社は、繰延税金資産の計上について、将来計画を基礎として作成しており、将来の課税所得の発生

金額や発生時期等の見込みに基づき、回収可能性を十分に検討しております。 

課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済条件の変動によって影響を受ける可能性があ

り、実際に発生した時期及び金額が見積と異なった場合、翌事業年度以降の財務諸表において認識する

繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。 

 

（会計方針の変更） 

（収益認識に関する会計基準等の適用） 

 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。)等を当事業年度の期首から適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、

当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。 

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱い

に従っておりますが、繰越利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。また、当事業年度の損

益及び１株当たり情報に与える影響はありません。 

なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち当

事業年度に係る比較情報については記載しておりません。 

（時価の算定に関する会計基準等の適用） 

 「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と

いう。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基

準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与え

る影響はありません。 
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（貸借対照表関係） 

※  有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。 

  
前事業年度 

（2022年２月28日） 

当事業年度 

（2023年２月28日） 

有形固定資産の減価償却累計額 512,815千円 392,988千円 

 

（損益計算書関係） 

※１ 顧客との契約から生じる収益 

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりませ

ん。顧客との契約から生じる収益の金額は、「（収益認識関係）１．顧客との契約から生じる収益を

分解した情報」に記載しております。 

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の通りであります。 

  

前事業年度 

（自 2021年３月１日 

  至 2022年２月28日） 

当事業年度 

（自 2022年３月１日 

  至 2023年２月28日） 

給料及び賞与 119,735千円 136,397千円 

役員報酬 74,040 87,880 

役員賞与引当金繰入額 － 3,000 

退職給付費用 4,314 11,243 

支払手数料 22,751 39,144 

減価償却費 4,003 5,007 

貸倒引当金繰入額 35,851 △38,450 

貸倒損失 7,708 － 

 

販売費に属する費用及び一般管理費に属する費用のおおよその割合は以下の通りであります。 

販売費 72.4％ 68.0％ 

一般管理費 27.6％ 32.0％ 

 

※３ 固定資産売却益の内容は次の通りです。 

  

前事業年度 

（自 2021年３月１日 

  至 2022年２月28日） 

当事業年度 

（自 2022年３月１日 

  至 2023年２月28日） 

機械及び装置 －千円 156千円 

車両運搬具 649 149 

       計 649 306 

 

※４ 固定資産売却損の内容は次の通りです。 

  

前事業年度 

（自 2021年３月１日 

  至 2022年２月28日） 

当事業年度 

（自 2022年３月１日 

  至 2023年２月28日） 

建物 －千円 403千円 

機械及び装置 29,034 39,097 

工具、器具及び備品 － 0 

       計 29,034 39,500 
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※５ 固定資産除却損の内容は次の通りです。 

  

前事業年度 

（自 2021年３月１日 

  至 2022年２月28日） 

当事業年度 

（自 2022年３月１日 

  至 2023年２月28日） 

建物 12,905千円 8,605千円 

構築物 115 1,329 

機械及び装置 － 8,725 

車両運搬具 1,573 － 

工具、器具及び備品 5 32 

       計 14,601 18,692 

   

 

※６ 当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。 

場所 用途 種類 減損損失 

名古屋市港区 工場設備 

建物 3,671千円 

機械及び装置 27,514 

工具、器具及び備品 773 

  合計 31,959 

当社はキャッシュ・フローを生み出す最小単位に基づき、資産については事業拠点及び遊休資産等にグ

ルーピングしております。当事業年度において、上記の工場設備について今後の業績見通し等を勘案した

結果、将来キャッシュ•フローによって当資産グループの帳簿価額を全額回収できる可能性が低いと判断

し、当資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上

しております。なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッ

シュ•フローが見込まれないため、零として評価しております。 

 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 2021年３月１日 至 2022年２月28日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
当事業年度期首 

株式数(株) 

当事業年度 

増加株式数(株) 

当事業年度 

減少株式数(株) 

当事業年度末 

株式数(株) 

発行済株式     

普通株式 6,090 － － 6,090 

合計 6,090 － － 6,090 

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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当事業年度（自 2022年３月１日 至 2023年２月28日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
当事業年度期首 

株式数(株) 

当事業年度 

増加株式数(株) 

当事業年度 

減少株式数(株) 

当事業年度末 

株式数(株) 

発行済株式     

普通株式 6,090 － － 6,090 

合計 6,090 － － 6,090 

 

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．新株予約権に関する事項 

区分 新株予約権の内訳 新株予約権の

目的となる株

式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当事業年度

末残高 

（千円） 

当事業年度

期首 

当事業年度 

増加 

当事業年度 

減少 

当事業年度

末 

提出 

会社 

第３回新株予約権

（ストックオプシ

ョンとしての新株

予約権）（注） 

 

普通株式 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 合計 － － － － － － 

（注）ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

 

４．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

該当事項はありません。 

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
配当の原資 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

2023年５月30日 

定時株主総会 
普通株式 42,441 利益剰余金 6,969 2023年２月28日 2023年５月31日 

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の通りです。 

  

前事業年度 

（自 2021年３月１日 

  至 2022年２月28日） 

当事業年度 

（自 2022年３月１日 

  至 2023年２月28日） 

現金及び預金勘定 622,371千円 1,129,379千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △42,236 △32,234 

現金及び現金同等物 580,135 1,097,144 

 

（リース取引関係） 

（借主側） 

ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

① リース資産の内容 

有形固定資産、無形固定資産 

主として、車両運搬具及びソフトウェアであります。 

② リース資産の減価償却の方法 

（重要な会計方針）「３．固定資産の減価償却の方法（３）リース資産」に記載の通りです。 
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（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(１)金融商品に対する取組方針 

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行等の金融機関

からの借入及び新株発行による方針です。また、デリバティブ取引に関しては行わない方針です。 

 

(２)金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。 

営業債務である買掛金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日です。 

短期借入金及び長期借入金（１年内返済予定を含む）は、運転資金及び設備投資に必要な資金調達を

目的としたものです。そのうち一部は、資金調達に係る金利リスク及び流動性リスクに晒されておりま

す。 

 

(３)金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

営業債権である売掛金については経常的に発生しており、担当者が所定の手続きに従い、債権回収状

況を定期的にモニタリングし、支払遅延の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。 

特に金額等の重要性が高い取引については、取締役会において、取引実行の決定や回収状況の報告な

どを行います。 

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

変動金利の借入金については、定期的に市場金利の状況を把握することにより、リスク低減を図って

おります。 

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

買掛金については月次単位での支払予定を把握するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リ

スクを管理しております。 

資金調達時には、金利の変動動向の確認または他の金融機関との金利比較を行っております。また、

管理部門が適時に資金繰り計画作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを

管理しております。 

 

(４)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること

により、当該価額が変動することがあります。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。 
前事業年度（2022年２月28日） 

 
貸借対照表計上額 

(千円) 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

長期借入金（１年内返済予定を含む） 1,382,814 1,384,538 1,723 

負債計 1,382,814 1,384,538 1,723 

当事業年度（2023年２月28日） 

 
貸借対照表計上額 

(千円) 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

長期借入金（１年内返済予定を含む） 990,577 985,804 △4,773 

負債計 990,577 985,804 △4,773 

（注１）「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「電子記録債権」、「買掛金」、「未払金」及び「未払費用」について 

     は、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略 

しております。 
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（注２）金融商品の時価額等に関する事項 

前事業年度（2022年２月28日） 

 
１年以内 

（千円） 

１年超 

５年以内 

（千円） 

５年超 

10年以内 

（千円） 

10年超 

（千円） 

現金及び預金 622,371 － － － 

受取手形 46,099 － － － 

売掛金 559,350 － － － 

電子記録債権 64,802 － － － 

合計 1,292,624 － － － 

当事業年度（2023年２月28日） 

 
１年以内 

（千円） 

１年超 

５年以内 

（千円） 

５年超 

10年以内 

（千円） 

10年超 

（千円） 

現金及び預金 1,129,379 － － － 

受取手形 450 － － － 

売掛金 298,136 － － － 

電子記録債権 146,102 － － － 

合計 1,574,068 － － － 

（注３）長期借入金の決算日後の返済予定額 

前事業年度（2022年２月28日） 

 

 

１年以内 

（千円） 

１年超 

２年以内 

（千円） 

２年超 

３年以内

（千円） 

３年超 

４年以内 

（千円） 

４年超 

５年以内 

（千円） 

５年超 

（千円） 

長期借入金（１年内返済予定を含む） 357,157 320,940 164,985 111,672 78,857 349,203 

合計 357,157 320,940 164,985 111,672 78,857 349,203 

当事業年度（2023年２月28日） 

 

 

１年以内 

（千円） 

１年超 

２年以内 

（千円） 

２年超 

３年以内

（千円） 

３年超 

４年以内 

（千円） 

４年超 

５年以内 

（千円） 

５年超 

（千円） 

長期借入金（１年内返済予定を含む） 288,927 176,387 125,832 70,236 62,990 266,205 

合計 288,927 176,387 125,832 70,236 62,990 266,205 
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３．金融商品のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ

ベルに分類しております。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

 

（１）時価で貸借対照表に計上している金融商品 

 該当事項はありません。 

 

（２）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

 当事業年度（2023年２月28日） 

区分 
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

長期借入金（１年内返済予定を含む） － 985,804 － 985,804 

負債計 － 985,804 － 985,804 

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

長期借入金（１年内返済予定を含む） 

 これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値

法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。なお、変動金利の借入は、金利の変動を反映してい

ることから、時価は当該帳簿価額によっております。 

 

（有価証券関係） 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 

（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社では、退職一時金制度、確定拠出年金制度及び中小企業退職金共済制度を採用しております。当

社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。 

 

２．確定給付制度 

(１)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 

  （単位：千円） 

 

前事業年度 

（自 2021年３月１日 

    至 2022年２月28日） 

当事業年度 

（自 2022年３月１日 

    至 2023年２月28日） 

退職給付引当金の期首残高 24,473 25,505 

退職給付費用 4,292 3,979 

退職給付の支払額 △1,513 △823 

制度への拠出額 △1,746 △927 

退職給付引当金の期末残高 25,505 27,735 
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(２)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 

  （単位：千円） 

 
前事業年度 

（2022年２月28日） 

当事業年度 

（2023年２月28日） 

一時金制度の退職給付債務 25,505 27,735 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 25,505 27,735 

   

退職給付引当金 25,505 27,735 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 25,505 27,735 

 

(３)退職給付費用 

  前事業年度 

（自 2021年３月１日 

  至 2022年２月28日） 

当事業年度 

（自 2022年３月１日 

  至 2023年２月28日） 

簡便法で計算した退職給付費用 4,292千円 3,979千円 
 

３．確定拠出制度 

  前事業年度 

（自 2021年３月１日 

  至 2022年２月28日） 

当事業年度 

（自 2022年３月１日 

  至 2023年２月28日） 

確定拠出制度への要拠出額 2,522千円 11,167千円 

 

（ストック・オプション等関係） 

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名 

 

前事業年度 

（自 2021年３月１日 

    至 2022年２月28日） 

当事業年度 

（自 2022年３月１日 

    至 2023年２月28日） 

売上原価 －千円 －千円 

販売費及び一般管理費 － － 

 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 (１)ストック・オプションの内容 

 第３回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役３名、当社従業員53名 

株式の種類別のストック・オプションの数 （注） 普通株式 300株 

付与日 2022年11月30日 

権利確定条件 
「第５ 発行者の状況 １ 株式等の状況 

（２）新株予約権等の状況」に記載の通りです。 

対象勤務期間 期間の定めなし 

権利行使期間 
自  2024年12月１日 

至 2032年10月30日 

（注）株式数に換算して記載しております。 
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(２)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当事業年度（2023年２月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプシ

ョンの数については、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 
 第３回新株予約権 

権利確定前（株）  

前事業年度末 300 

付与 － 

失効 － 

権利確定 － 

未確定残 300 

権利確定後（株）  

前事業年度末 － 

権利確定 － 

権利行使 － 

失効 － 

未行使残 － 

 

② 単価情報 

 第３回新株予約権 

権利行使価格（円） 188,000 

行使時平均株価（円） － 

付与日における公正な評価単価（円） － 

 

３．ストック・オプションの公正な評価額の見積方法 

ストック・オプション付与日時点において、当社が未公開企業であるため、ストック・オプション

の公正な評価単価の見積方法を単位あたりの本源的価値の見積りによっております。また、単位当た

りの本源的価値の算定基礎となる当社の株式価値は、純資産価額方式及びディスカウンテッド・キャ

シュ・フロー方式との併用により算出しております。 

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみを反映される方法

を採用しております。 

 

５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源

的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における

本源的価値の合計額 

当事業年度末における本源的価値の合計額（注） －千円 

当事業年度において権利行使された本源的価値の合計額 －千円 

 （注）当社株式の売買実績がなく株価を把握できないため記載しておりません。 
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（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 
前事業年度 

（2022年２月28日） 

当事業年度 

（2023年２月28日） 

繰延税金資産    

未払事業税 6,786千円 23,992千円 

賞与引当金 3,455 3,599 

貸倒引当金 15,376 1,927 

退職給付引当金 8,765 9,531 

減価償却超過額 4,492 14,332 

資産除去債務 9,732 9,745 

その他 1,919 3,072 

繰延税金資産小計 50,528 66,200 

評価性引当額 △38,366 △14,936 

繰延税金資産合計 12,161 51,264 

繰延税金負債   

機械及び装置 7,426 1,474 

その他 148 30 

繰延税金負債合計 7,574 1,504 

繰延税金資産の純額 4,586 49,759 

（注）評価性引当額が23,430千円減少しております。主な減少要因は貸倒引当金に係る評価性引当額の減少14,094千円

であります。 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳 

 
前事業年度 

（2022年２月28日） 

当事業年度 

（2023年２月28日） 

法定実効税率 34.4％ 34.4％ 

（調整）   

評価性引当額の増減 4.1 △2.9 

交際費等永久に損金に算入されない項目 － 0.8 

税額控除による影響 － △0.8 

その他 1.9 △0.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.4 31.4 
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（資産除去債務関係） 

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

（１）当該資産除去債務の概要 

当社は事務所等の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務とし

て認識しております。 

 

（２）当該資産除去債務の金額の算定方法 

使用見込期間を取得から５～15年と見積り、割引率は当該使用見込期間に見合う国債の流通利回り

を使用して資産除去債務の金額を計算しております。 

 

（３）当該資産除去債務の総額の増減 

  

前事業年度 

(自 2021年３月１日 

至 2022年２月28日) 

当事業年度 

(自 2022年３月１日 

至 2023年２月28日) 

期首残高 28,232千円   28,320千円 

有形固定資産の取得に伴う増加額 － － 

時の経過による調整額 87 38 

期末残高 28,320 28,358 

 

（収益認識関係） 

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

当事業年度（自 2022年３月１日  至 2023年２月28日） 

（単位：千円） 

 
報告セグメント 

合計 
リサイクル・リユース事業 計 

(1)遊技機リサイクル・リユース 4,123,330 4,123,330 4,123,330 

(2)その他 43,098 43,098 43,098 

顧客との契約から生じる収益 4,166,428 4,166,428 4,166,428 

その他の収益 － － － 

外部顧客への売上高 4,166,428 4,166,428 4,166,428 

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

注記事項の「重要な会計方針 ５．収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記

を省略しております。 

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業

年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期

に関する情報 

（１）顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等 

（単位：千円） 

 当事業年度  

 期首残高 期末残高   

顧客との契約から生じた債権 670,252 444,689   

契約負債 8,293 12,164   

 

（２）残存履行義務に配分した取引価格 

未充足の履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間については、履行義務

に関して、当初に予想される契約期間が１年を超える契約がないため、注記を省略しております。 
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（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

当社は、遊技機リサイクル・リユースを主体とするリサイクル・リユース事業を行っており、単一セ

グメントであるため、記載を省略しております。 

 

【関連情報】 

前事業年度（自 2021年３月１日 至 2022年２月28日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

（単位：千円） 

 遊技機リサイクル・リユース その他 合計 

外部顧客への売上高 3,441,350 40,153 3,481,503 

 

２．地域ごとの情報 

(１)売上高 

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

 

(２)有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。 
 

３．主要な顧客ごとの情報 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2022年３月１日 至 2023年２月28日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

（単位：千円） 

 遊技機リサイクル・リユース その他 合計 

外部顧客への売上高 4,123,330 43,098 4,166,428 

 

２．地域ごとの情報 

(１)売上高 

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

 

(２)有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。 
 

３．主要な顧客ごとの情報 

顧客の名称又は氏名 売上高（千円） 関連するセグメント名 

㈱サンセイアールアンドディ 573,466 リサイクル・リユース事業 
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【関連当事者情報】 

１．関連当事者との取引 

   財務諸表提出会社の役員及び主要株主等 

前事業年度（自 2021年３月１日 至 2022年２月28日） 

（注１）取引価格及び条件については、市場価格等を勘案し、交渉により決定しております。 

（注２）当社の借入債務に対し、当社代表取締役社長高取美樹が債務保証を行っており、取引金額は当事業年度末の債務

保証残高を記載しております。なお、当該債務保証に対し、保証料の支払は行っておりません。 

 

当事業年度（自 2022年３月１日 至 2023年２月28日） 

（注１）取引価格及び条件については、市場価格等を勘案し、交渉により決定しております。 

（注２）当社の借入債務に対し、当社代表取締役社長高取美樹が債務保証を行っており、取引金額は当事業年度末の債務

保証残高を記載しております。なお、当該債務保証に対し、保証料の支払は行っておりません。また、本発行者

情報公表日現在、当該債務保証は解消されております。 

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

  該当事項はありません。 

 

  

種類 

会社等の 

名称 

又は氏名 

所在地 

資本金 

又は 

出資金 

(千円) 

事業の 

内容 

又は職業 

議決権等の

所有 

(被所有) 

割合(％) 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高 

(千円) 

役員及び

個人主要

株主 

高取 美樹 － － 

当社 

代表取締役

社長 

(被所有) 

直接 

59.9 

債務 

被保証 

銀行借入に

対する債務

被保証 

（注２） 

889,945 － － 

資金の貸付 資金の貸付 130 
役員に対する

長期貸付金 
26,010 

種類 

会社等の 

名称 

又は氏名 

所在地 

資本金 

又は 

出資金 

(千円) 

事業の 

内容 

又は職業 

議決権等の

所有 

(被所有) 

割合(％) 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高 

(千円) 

役員及び

個人主要

株主 

高取 美樹 － － 

当社 

代表取締役

社長 

(被所有) 

直接 

59.9 

債務 

被保証 

銀行借入に

対する債務

被保証 

（注２） 

256,979 － － 

資金の貸付 
資金の貸付 121 役員に対する

長期貸付金 
－ 

資金の回収 26,132 
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（１株当たり情報） 

項目 

前事業年度 

（自 2021年３月１日 

    至 2022年２月28日） 

当事業年度 

（自 2022年３月１日 

    至 2023年２月28日） 

１株当たり純資産額 （円） △53.95 403.13 

１株当たり当期純利益 （円） 165.39 

 

  

457.07 

（注１）潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、前事業年度は潜在株式が存在しないため、また、当事業年度

は潜在株式が存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。 

（注２）2024年２月20日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行いましたが、前事業年度に当該株式分割が行われ

たと仮定して、１株あたり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。 

（注３）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

項目 
前事業年度 

（2022年２月28日） 

当事業年度 

（2023年２月28日） 

純資産の部の合計額 （千円） △65,706 491,007 

純資産の部の合計額から控除する金額 （千円） － － 

普通株式に係る期末の純資産額 （千円） △65,706 491,007 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数 （株） 1,218,000 1,218,000 

 

（注４）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

項目 

前事業年度 

（自 2021年３月１日 

    至 2022年２月28日） 

当事業年度 

（自 2022年３月１日 

    至 2023年２月28日） 

当期純利益 （千円） 201,440 556,713 

普通株主に帰属しない金額 （千円） － － 

普通株式に係る当期純利益 （千円） 201,440 556,713 

普通株式の期中平均株式数 （株） 1,218,000 1,218,000 

 

（重要な後発事象） 

2024年１月26日開催の臨時取締役会決議に基づき、2024年２月20日をもって発行可能株式の変更に伴う定

款変更及び株式分割を行っています。また、2024年２月20日開催の臨時株主総会決議に基づき、2024年２

月20日付をもって単元株制度導入に伴う定款変更を行い、１単元を100株とする単元株制度を採用してお

ります。 

（１）株式分割及び単元株制度導入の目的 

   当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、１単元を100株とすることで、株式の流動化の向上

と投資家層の拡大を図ることを目的としております。 

 

（２）単元株制度の概要 

   普通株式の単元株式数を100株といたします。 

 

（３）株式分割の概要 

  ① 分割の方法 

   2024年２月20日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式１株について200株

の割合をもって分割いたしました。 

  ② 株式分割による増加株式数 

        普通株式   1,211,910株 

  ③ 株式分割後の発行済株式数 

        普通株式   1,218,000株 

    ④ 株式分割後の発行可能株式総数 

        普通株式   4,000,000株 

    ④ 株式分割の効力発生日 

    2024年２月20日 

  なお、「１株あたり情報」は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定して算出しており、

これによる影響については、当該箇所に記載しております。 
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第21期中間会計期間（自2023年３月１日 至2023年８月31日） 

（重要な会計方針） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

（1）その他有価証券 

市場価格のない株式等  

移動平均法による原価法を採用しております。 

 

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法 

（1）商品、製品 

総平均法による原価法（中間貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

を採用しております。 

（2）原材料 

個別法による原価法（中間貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

を採用しております。 

（3）貯蔵品 

先入先出法による原価法（中間貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）を採用しております。 

 

３．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 

建物            ２～24年 

構築物          ２～15年 

機械及び装置      15～17年 

車両運搬具          ２～６年 

工具、器具及び備品 ２～17年 

(2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

ソフトウエア（自社利用分）については、社内における使用可能期間（５年）に基づく定額法によっ

ております。 

(3）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 

４．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき、当中間会計期間に対応する金額を計上して

おります。 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当中間期末における退職給付債務（中間期末自己都合退職金要支

給額）に基づき、計上しております。計算方法は簡便法を使用しております。 
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５．収益及び費用の計上基準 

 当社との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通

常の時点においては、以下に記載の通りであります。 

 (1）処分売上 

主に廃棄されるパチンコ台やパチスロ台等の回収・処分に係る収益であり、回収時に履行義務が充足

されることから、当該時点において収益を認識しております。 

 

(2) 部品取り作業売上    

メーカーから部品取り作業委託を受け、当社がホール等から購入、もしくはメーカーがホールの新台

入替等で下取りした廃棄遊技機の部品取り作業が完了した時点において収益を認識しています。 

 

(3) リサイクル・リユース品販売売上 

ホール等から購入した廃棄遊技機やメーカーより入荷した遊技機等を解体し出荷した時点において収

益を認識しています。   

 

(4) 再販売上 

 メーカーから回収の依頼があった遊技機についてホールから購入した遊技機を検品し、メーカーに報

告した後、所有権が譲渡された時点において収益を認識しています。 

 

６．中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

 

（会計方針の変更） 

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用） 

 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時

価算定会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第

27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来

にわたって適用することといたしました。なお、中間財務諸表に与える影響はありません。 

 

（中間貸借対照表関係） 

※  有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。 

  
当中間会計期間 

（2023年８月31日） 

有形固定資産の減価償却累計額 387,244千円 

 

（中間損益計算書関係） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の通りであります。 

  当中間会計期間 

（自 2023年３月１日 

  至 2023年８月31日） 

給料及び賞与 68,976千円 

役員報酬 49,380 

退職給付費用 2,632 

支払手数料 17,423 

減価償却費 2,438 

貸倒引当金繰入額 △1,623 
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※２ 減価償却実施額 

  

当中間会計期間 

（自 2023年３月１日 

  至 2023年８月31日） 

有形固定資産 30,528千円 

無形固定資産 2,440 

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 2023年３月１日 至 2023年８月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
当事業年度期首 

株式数(株) 

当中間会計期間 

増加株式数(株) 

当中間会計期間 

減少株式数(株) 

当中間会計期間末 

株式数(株) 

発行済株式     

普通株式 6,090 － － 6,090 

合計 6,090 － － 6,090 

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．新株予約権に関する事項 

区分 新株予約権の内訳 新株予約権の

目的となる株

式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当中間会計

期間末残高 

（千円） 

当事業年度

期首 

当中間会計期

間増加 

当中間会計期

間減少 

当中間会計

期間末 

提出 

会社 

第３回新株予約権

（ストックオプシ

ョンとしての新株

予約権）（注） 

普通株式 － － － － － 

 合計 － － － － － － 

（注）ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

 

４．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

2023年５月30日 

定時株主総会 
普通株式 42,441 6,969 2023年２月28日 2023年５月31日 

 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の通 

りです。 

  

当中間会計期間 

（自 2023年３月１日 

  至 2023年８月31日） 

現金及び預金勘定 900,810千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △50,023 

現金及び現金同等物 850,786 
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（リース取引関係） 

（借主側） 

ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

① リース資産の内容 

有形固定資産、無形固定資産 

主として、車両運搬具及びソフトウェアであります。 

② リース資産の減価償却の方法 

（重要な会計方針）「３．固定資産の減価償却の方法（３）リース資産」に記載の通りです。 
 

（金融商品関係） 

１．金融商品の時価等に関する事項 

中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。 

中間会計期間（2023年８月31日） 

 
中間貸借対照表 

計上額(千円) 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

長期借入金（１年内返済予定を含む） 878,893 870,418 △8,474 

負債計 878,893 870,418 △8,474 

（注１）「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「電子記録債権」、「買掛金」、「未払金」及び「未払費用」については、

現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略して

おります。 

 

２．金融商品のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ

ベルに分類しております。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

（１）時価で貸借対照表に計上している金融商品 

 該当事項はありません。 

（２）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

 当中間会計期間（2023年８月31日） 

区分 
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

長期借入金（１年内返済予定を含む） － 870,418 － 870,418 

負債計 － 870,418 － 870,418 

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

長期借入金（１年内返済予定を含む） 

 これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値

法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。なお、変動金利の借入は、金利の変動を反映してい

ることから、時価は当該帳簿価額によっております。 

 

（有価証券関係） 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 
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（資産除去債務関係） 

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

（１）当該資産除去債務の概要 

当社は事務所等の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務とし

て認識しております。 

（２）当該資産除去債務の金額の算定方法 

使用見込期間を取得から５～15年と見積り、割引率は当該使用見込期間に見合う国債の流通利回りを

使用して資産除去債務の金額を計算しております。 

（３）当該資産除去債務の総額の増減 

  

当中間会計期間 

（自 2023年３月１日 

  至 2023年８月31日） 

期首残高 28,358千円 

時の経過による調整額 2,183 

見積りの変更による増加額 5,404 

資産除去債務の履行による減少額 △1,932 

中間期末残高 34,015 

 

（収益認識関係） 

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

当中間会計期間（自 2023年３月１日  至 2023年８月31日） 

（単位：千円） 

 
報告セグメント 

合計 
リサイクル・リユース事業 計 

(1)遊技機リサイクル・リユース 1,788,416 1,788,416 1,788,416 

(2)その他 22,587 22,587 22,587 

顧客との契約から生じる収益 1,811,003 1,811,003 1,811,003 

その他の収益 － － － 

外部顧客への売上高 1,811,003 1,811,003 1,811,003 

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

注記事項の「重要な会計方針 ５．収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記

を省略しております。 

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中

間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収

益の金額及び時期に関する情報 

（１）顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等 

（単位：千円） 

 当中間会計期間  

 期首残高 中間期末残高   

顧客との契約から生じた債権 444,689 403,355   

契約負債 12,164 14,344   

 

（２）残存履行義務に配分した取引価格 

未充足の履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間については、履行義務

に関して、当初に予想される契約期間が１年を超える契約がないため、注記を省略しております。 
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（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

当社は、遊技機リサイクル・リユースを主体とするリサイクル・リユース事業を行っており、単一セ

グメントであるため、セグメント別の記載に代えて事業別に記載しております。 

 

【関連情報】 

当中間会計期間（自 2023年３月１日 至 2023年８月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

（単位：千円） 

 遊技機リサイクル・リユース その他 合計 

外部顧客への売上高 1,788,416 22,587 1,811,003 

 

２．地域ごとの情報 

(１)売上高 

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

 

(２)有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。 
 

３．主要な顧客ごとの情報 

顧客の名称又は氏名 売上高（千円） 関連するセグメント名 

㈱NCポリマー 183,709 リサイクル・リユース事業 

 

（１株当たり情報） 

項目 

当中間会計期間 

（自 2023年３月１日 

  至 2023年８月31日） 

１株当たり純資産額 （円） 438.31 

 １株当たり中間純利益 （円） 70.02 

（注１）潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であ

り、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。 

（注２）2024年２月20日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行いましたが、当中間会計期間の期首

に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額を算定してお

ります。 

（注３）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

項目 
当中間会計期間 

（2023年８月31日） 

純資産の部の合計額 （千円） 533,856 

純資産の部の合計額から控除する金額 （千円） － 

普通株式に係る中間期末の純資産額 （千円） 533,856 

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末の 

普通株式の数 
（株） 1,218,000 

（注４）１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

項目 

当中間会計期間 

（自 2023年３月１日 

    至 2023年８月31日） 

中間純利益 （千円） 85,290 

普通株主に帰属しない金額 （千円） － 

普通株式に係る中間純利益 （千円） 85,290 

普通株式の期中平均株式数 （株） 1,218,000 
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（重要な後発事象） 

  （単元株制度の採用及び株式分割） 

2024年１月26日開催の臨時取締役会決議に基づき、2024年２月20日付をもって発行可能株式総数の

変更に伴う定款変更及び株式分割を行っております。また、2024年２月20日開催の臨時株主総会の決

議に基づき、2024年２月20日付をもって単元株制導入に伴う定款変更を行い、１単元を100株とする

単元株制度を採用しております。 

（１）株式分割及び単元株制度導入の目的 

当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、１単元を100株とすることで、株式の流動性の向上と

投資家層の拡大を図ることを目的としています。 

（２）単元株制度の概要 

普通株式の単元株式数を100株といたしました。 

（３）株式分割の概要 

① 分割の方法 

2024年２月20日最終の株式名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式１株につき200の

割合をもって分割しました。 

② 株式分割による増加株式数 

普通株式        1,211,910株 

③ 株式分割後の発行済株式総数 

普通株式    1,218,000株 

④株式分割後の発行可能株式総数 

普通株式    4,000,000株 

⑤株式分割の効力発生日   

2024年２月20日 

なお、「１株当たり情報」は、当該株式分割が当中間会計期間の期首に行われたと仮定して算出

しており、これによる影響については、当該箇所に記載しております。 

 

⑤【附属明細表】 
【有価証券明細表】 

有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載

を省略しております。 

 

【有形固定資産等明細表】 

資産の種類 
当期首残高 当期増加額 

当期減少額 

（うち減損損失） 
当期末残高 

当期末減価 

償却累計額 

又は償却累 

計額 

当期償却額 
差引当期末 

残高 

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

有形固定資産        

建物 318,953 27,459 
45,716 

（3,671） 
300,696 165,151 20,783 135,545 

構築物 37,618 3,281 5,862 35,037 25,671 2,982 9,366 

機械及び装置 450,585 4,112 
199,977 

（27,514） 
254,719 116,293 24,059 138,425 

車両運搬具 29,503 5,156 7,632 27,027 12,616 4,239 14,411 

工具、器具及び備品 77,708 8,699 
22,329 

（773） 
64,077 45,696 4,511 18,381 

リース資産 35,906 3,810 － 39,716 27,559 7,943 12,156 

有形固定資産計 950,275 52,520 
281,519 

（31,959） 
721,275 392,988 64,519 328,287 

無形固定資産        

ソフトウェア 51,363 4,745 － 56,108 42,454 5,471 13,654 

その他 1,180 － － 1,180 － － 1,180 

無形固定資産計 52,543 4,745 － 57,288 42,454 5,471 14,834 
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（注１）当期増加額のうち、主なものは次の通りであります。 

建物            本社工場（屋根塗装、資材倉庫新設、空調・電気設備増設等） 22,270千円 

              第三工場（トイレ増設等）                                  2,655千円 

関東工場（電気設備増設等）                                2,053千円 

（注２）当期減少額のうち、主なものは次の通りであります。 

建物        本社工場（内外装、空調・電気設備等）                     27,566千円 

第二工場（内外装、空調・電気設備等）                     11,934千円 

機械及び装置    第二工場（粉砕/破砕機、洗浄乾燥機、解体ライン等）      116,927千円 

          本社工場（破砕機、釘打機、釘抜機、解体ライン等）        45,473千円 

工具、器具及び備品 本社工場（ROMライター装置、バッテリー等）                21,120千円 

（注３）「当期減少額」欄の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。 

 

【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

 

  【借入金等明細表】 

区分 
当期首残高 

(千円) 

当期末残高 

(千円) 

平均利率 

(％) 
返済期限 

１年以内に返済予定の長期借入金 357,157 288,927 1.0 － 

１年以内に返済予定のリース債務 7,848 5,663 1.4 － 

長期借入金 

(１年以内に返済予定のものを除く) 
1,025,657 701,650 0.9 2024年～2035年 

リース債務 

(１年以内に返済予定のものを除く) 
11,088 7,744 1.4 2024年～2027年 

合計 1,401,751 1,003,985 － － 

（注１）平均利率については、期末借入金残高及び期末長期未払金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

（注２）長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の決算日後５年間の返済予定額は以下の通りで

あります。 

区分 
１年超２年以内 

(千円) 

２年超３年以内 

(千円) 

３年超４年以内 

(千円) 

４年超５年以内 

(千円) 

長期借入金 176,387 125,832 70,236 62,990 

リース債務 4,417 2,664 662 － 

 

【引当金明細表】 

区分 
当期首残高 当期増加額 

当期減少額 

（目的使用） 

当期減少額 

（その他） 
当期末残高 

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

貸倒引当金 47,642 9,191 － 47,642 9,191 

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額47,642千円であります。 

 

【資産除去債務明細表】 

当事業年度期首及び当事業年度期末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度期

末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。 
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（２）【主な資産及び負債の内容】 

１ 流動資産 

① 現金及び預金 

区分 金額(千円) 

現金                                      841                                   

預金                            

 

         

 

 

普通預金 886,256 

定期預金 242,281 

小計 1,128,537 

合計 1,129,379 

 

② 受取手形 

相手先別内訳 

相手先 金額(千円) 

豊丸産業㈱ 450 

合計 450 

期日別内訳 

期日 2023年３月 2023年４月 2023年５月 2023年６月 2023年７月 合計 

金額（千円） － － － 450 － 450 

 

③ 売掛金 

相手先別内訳 

相手先 金額(千円) 

㈱サンセイアールアンドディ 32,510 

㈱大一商会 28,119 

㈱SANKYO 27,092 

㈱藤商事 23,709 

㈱NCポリマー 18,591 

その他 168,115 

合計 298,136 

（注）当期発生高には消費税等が含まれております。 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

  

当期首残高 

（千円） 

当期発生高 

（千円） 

当期回収高 

（千円） 

当期末残高 

（千円） 
回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

× 100 
(A)＋(B) 

 

(A)＋(D) 

２ 

(B) 

365 
 

559,350 4,583,071 4,844,284 298,136 94.2 34.1 
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④ 電子記録債権 

相手先別内訳 

相手先 金額(千円) 

㈱大都技研 38,584 

サミー㈱ 34,627 

㈱平和 31,948 

㈱北電子 20,403 

㈱カプコン 14,845 

パルスモ㈱ 5,694 

合計 146,102 

期日別内訳 

期日 2023年３月 2023年４月 2023年５月 2023年６月 2023年７月 合計 

金額（千円） 52,620 22,353 45,508 22,622 2,997 146,102 

 

⑤ 商品及び製品 

品目 金額(千円) 

再生資源 13,776 

合計 13,776 

 

⑥ 原材料及び貯蔵品 

品目 金額(千円) 

遊技台 56,256 

梱包用資材 8,530 

その他 351 

合計 65,137 

 

２ 流動負債 

① 買掛金 

相手先別内訳 

相手先 金額(千円) 

㈱ダイナム 5,365 

㈱アンダーツリー東京 4,282 

夢コーポレーション㈱ 3,335 

㈲康貴                                           2,424 

㈱しまなみサポート                                           2,396 

その他 40,191 

合計 57,993 

 

（３）【その他】 

該当事項はありません。 
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第７ 【外国為替相場の推移】 

該当事項はありません。 
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第８ 【発行者の株式事務の概要】 

 

事業年度 毎年３月１日から翌年２月末日まで 

定時株主総会 毎事業年度の終了後３ヶ月以内 

基準日 毎年２月末日 

株券の種類 － 

剰余金の配当の基準日 
毎年２月末日 

毎年８月31日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え(注)

１ 
 

  取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証券代行部 

  株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

  取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店 

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 該当事項はありません。 

単元未満株式の買取り  

  取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証券代行部 

  株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

  取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店 

  買取手数料 無料 

公告掲載方法 

当社の公告方法は、電子公告としております。 

ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができない

ときは、日本経済新聞に掲載して行うこととしております。 

当社の公告掲載URLは次の通りです。 

https://www.r-t-j.co.jp/ 

株主に対する特典 なし 

（注１）当社株式は、TOKYO PRO Marketへの上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第1項に規定する振替

株式となることから、該当事項はなくなる予定です。 

（注２）単元未満株式の買取手数料は、当社株式がTOKYO PRO Marketに上場された日から「株式の売買の委託に係る手数

料相当額として別途定める金額」に変更されます。 

（注３）当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。 

(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 

(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 
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第二部 【特別情報】 

第１ 【外部専門家の同意】 

該当事項はありません。 
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第三部 【株式公開情報】 

第１ 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】 

移動年月日 

移動前所有

者の氏名又

は名称 

移動前所有

者の住所 

移動前所有

者の発行者

との関係等 

移動後所有

者の氏名又

は名称 

移動後所有

者の住所 

移動後所有

者の発行者

との関係等 

移動株数

(株) 

価格(単価) 

(円) 
移動理由 

2020年３月20日 高取 陽子 
名古屋市 

瑞穂区 
取締役 高取 美樹 

名古屋市 

瑞穂区 
代表取締役 1,350 

1,080,000 
(800) 

親族間移動 

（注１）当社は、TOKYO PRO Marketへの上場を予定しております。株式会社東京証券取引所が定める特定上場有価証券に

関する有価証券上場規程の特例第115条及び同施行規則第106条の規定において、当社は上場日から５年間、新規

上場申請日の直前事業年度（上場日が属する事業年度の前事業年度をいい、当該上場日が決算期日の翌日から定

時株主総会までの間に当たる場合には、上場日が属する事業年度の前々事業年度をいう。）の末日（2022年２月

28日）から起算して２年前の日（2020年２月29日）から上場日の前日までの期間において、特別利害関係者等が

当社の発行する株式若しくは新株予約権の譲受け若しくは譲渡（上場前の募集、売出し、特定投資家向け取得勧

誘及び特定投資家向け売付け勧誘等を除き、新株予約権の行使を含む。）を行っている場合には、それらの状況

に係る記載内容について記録を保存されるものとされております。 

（注２）特別利害関係者等の範囲は次の通りであります。 

（1）当社の特別利害関係者…役員、その配偶者及び二親等内の血族（以下「役員等」という。）、役員等により

総株主の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員 

（2）当社の大株主上位10名 

（3）当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員 

（4）金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。）及びその

役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社 

（注３）移動価格は、純資産価額方式を参考として、当事者間での協議の上決定した価格であります。 
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第２ 【第三者割当等の概況】 

１ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】 
 

項目 新株予約権① 

発行年月日 2022年11月30日 

種類 第３回新株予約権 

発行数 普通株式300株 

発行価格 188,000円（注２） 

資本組入額 94,000円 

発行価額の総額 56,400,000円 

資本組入額の総額 28,200,000円 

発行方法 

2022年10月31日開催の株主総会

において、会社法第236条、第

238条及び第239条の規程に基づ

く新株予約権の付与（ストッ

ク・オプション）に関する決議

を行っております。 

保有期間等に関する確約 (注１） 

（注１）第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例並びにその

期間については以下の通りであります。 

(1) 特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第115条及び同規程施行規則第107条の規定において、

新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して１年前から上場日の前日までにお

いて、第三者割当による募集株式の割当を行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)、第三者

割当による新株予約権の割当てを行っている場合、又は当該新株予約権の行使による株式の交付を行って

いる場合には、当該新規上場申請者は、割当又は交付を受けた者について、担当J-Adviserに対して以下の

各事項について書面により確約を行わせるものとされております。 

① 割当又は交付を受けた株式及び新株予約権(以下「割当株式等」という。)について、割当又は交付を受

けた日から上場日以後６か月を経過する日(割当株式等の割当又は交付を受けた日以後１年間を経過して

いない場合には、当該割当又は交付を受けた日から１年間を経過する日)までの継続所有。 

② 割当株式等を譲渡する場合はあらかじめ新規上場申請者に書面により通知するとともに、事後において

新規上場申請者にその内容を報告すること。 

③ その他同取引所が必要と認める事項。 

(2) 新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面の提出を行わないときは、同取引所は新規上場申請者の不受

理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。 

(3) 当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は2023年２月28日であります。 

（注２）発行価格は、純資産価額方式及びディスカウンテッド・キャッシュ・フロー方式との併用を参考として、決定い

たしました。 

（注３）新株予約権の行使時の払込金額、行使請求期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下の通りです。 

（注４）2024年２月20日付で、普通株式１株につき200株の株式分割を行っておりますが、2022年11月30日付で発行した

普通株式の発行数、発行価格、資本組入額は分割前の内容を記載しております。 
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２ 【取得者の概況】 

新株予約権① 

取得者の氏名 

又は名称 
取得者の住所 

取得者の職業及

び事業の内容等 

割当株数 

(株) 

価格(単価) 

(円) 

取得者と提出会

社との関係 

松尾直樹 名古屋市北区 会社役員 10 1,880,000 (188,000) 当社役員 

後藤久佳 愛知県津島市 会社員 10 1,880,000 (188,000) 当社従業員 

堀家幸弘 名古屋市港区 会社員 6 1,128,000 (188,000) 当社従業員 

森早苗 名古屋市熱田区 会社員 10 1,880,000 (188,000) 当社従業員 

横井誠 名古屋市西区 会社員 10 1,880,000 (188,000) 当社従業員 

山下元紀 名古屋市港区 会社員 6 1,128,000 (188,000) 当社従業員 

林正彦 名古屋市港区 会社員 6 1,128,000 (188,000) 当社従業員 

丹羽幸太 名古屋市中川区 会社員 10 1,880,000 (188,000) 当社従業員 

水野大地 愛知県東海市 会社員 10 1,880,000 (188,000) 当社従業員 

東中保夫 名古屋市港区 会社員 6 1,128,000 (188,000) 当社従業員 

小山昭美 名古屋市港区 会社役員 10 1,880,000 (188,000) 当社役員 

山口貴士 名古屋市港区 会社員 10 1,880,000 (188,000) 当社従業員 

吉原隆一 名古屋市西区 会社員 6 1,128,000 (188,000) 当社従業員 

佐藤佐紀子 名古屋市港区 会社員 6 1,128,000 (188,000) 当社従業員 

鬼頭真沙美 名古屋市中川区 会社員 6 1,128,000 (188,000) 当社従業員 

河副智香子 名古屋市港区 会社員 6 1,128,000 (188,000) 当社従業員 

中久保耕佑 高知県高知市 会社員 10 1,880,000 (188,000) 当社従業員 

久田雪詠 名古屋市中川区 会社員 6 1,128,000 (188,000) 当社従業員 

神野義也 名古屋市熱田区 会社員 6 1,128,000 (188,000) 当社従業員 

鈴木鮎美 名古屋市緑区 会社員 6 1,128,000 (188,000) 当社従業員 

山口玲奈 三重県松坂市 会社員 10 1,880,000 (188,000) 当社従業員 

亀頭真志 名古屋市中川区 会社員 6 1,128,000 (188,000) 当社従業員 

源徳亮太 愛知県弥富市 会社員 10 1,880,000 (188,000) 当社従業員 

森真紀 名古屋市港区 会社員 3 564,000 (188,000) 当社従業員 

内門由里 岐阜県大垣市 会社員 3 564,000 (188,000) 当社従業員 

早川恭平 名古屋市瑞穂区 会社員 3  564,000 (188,000) 当社従業員 

大森基宏 名古屋市港区 会社員 3 564,000 (188,000) 当社従業員 

岩佐知美 名古屋市熱田区 会社員 3 564,000 (188,000) 当社従業員 

榊原亜美 名古屋市西区 会社員 3 564,000 (188,000) 当社従業員 

長尾守 茨城県筑西市 会社員 3 564,000 (188,000) 当社従業員 

伊藤信幸 名古屋市緑区 会社員 3 564,000 (188,000) 当社従業員 

豊田恵之 名古屋市港区 会社員 10 1,880,000 (188,000) 当社従業員 

奥村史子 名古屋市港区 会社員 3 564,000 (188,000) 当社従業員 

桑澤睦 名古屋市港区 会社員 3 564,000 (188,000) 当社従業員 

森香織 名古屋市港区 会社員 3 564,000 (188,000) 当社従業員 

布目允幸 名古屋市港区 会社員 3 564,000 (188,000) 当社従業員 

水原大助 名古屋市港区 会社員 5 940,000 (188,000) 当社従業員 

深見章浩 茨城県筑西市 会社員 3 564,000 (188,000) 当社従業員 

竹村良一朗 名古屋市北区 会社員 5 940,000 (188,000) 当社従業員 

伊東謙 名古屋市天白区 会社役員 5 940,000 (188,000) 当社役員 

源徳あかね 愛知県弥富市 会社員 3 564,000 (188,000) 元当社従業員 

和田進也 愛知県刈谷市 会社員 3 564,000 (188,000) 当社従業員 

金附秀幸 名古屋市南区 会社員 3 564,000 (188,000) 当社従業員 

澤田貴大 愛知県岡崎市 会社員 5 940,000 (188,000) 当社従業員 
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取得者の氏名 

又は名称 
取得者の住所 

取得者の職業及

び事業の内容等 

割当株数 

(株) 

価格(単価) 

(円) 

取得者と提出会

社との関係 

淺野好 名古屋市中川区 会社員 3 564,000 (188,000) 元当社従業員 

永井俊範 三重県四日市市 会社員 3 564,000 (188,000) 当社従業員 

岡野路代 名古屋市港区 会社員 3 564,000 (188,000) 当社従業員 

二村萌 名古屋市中川区 会社員 3 564,000 (188,000) 当社従業員 

坂野耕平 名古屋市港区 会社員 3 564,000 (188,000) 当社従業員 

伊藤瑠奈 名古屋市港区 会社員 3 564,000 (188,000) 当社従業員 

小田有梨那 名古屋市港区 会社員 3 564,000 (188,000) 当社従業員 

鈴木淳智 名古屋市西区 会社員 5 940,000 (188,000) 当社従業員 

濱嵜康行 愛知県春日井市 会社員 5 940,000 (188,000) 当社従業員 

田村唯 名古屋市中川区 会社員 3 564,000 (188,000) 当社従業員 

中山鈴菜 名古屋市港区 会社員 3 564,000 (188,000) 当社従業員 

鎌方亞里 名古屋市港区 会社員 3 564,000 (188,000) 当社従業員 

（注１）2024年２月20日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び

「価格（単価）」は当該株式分割前の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載しております。 

 

３ 【取得者の株式等の移動状況】 
該当ありません。 
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第３ 【株主の状況】 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

(株) 

株式総数に対

する所有株式

数の割合 

（％） 

高取 美樹 （注１、２） 名古屋市瑞穂区 
730,000 

（－） 

57.12 

（－） 

山口 直彦 （注１、５） 名古屋市緑区 
220,000 

（－） 

17.21 

（－） 

松尾 直樹 （注１、３） 名古屋市北区 
72,000 

（2,000） 

5.63 

（0.15） 

山口 昭彦 （注１、５） 名古屋市熱田区 
50,000 

（－） 

3.91 

（－） 

岡田 光男 （注１） 名古屋市熱田区 
50,000 

（－） 

3.91 

（－） 

名古屋中小企業投資育成㈱ （注１） 
名古屋市中村区名駅南一丁目16

番30号 
40,000 

（－） 

3.12 

（－） 

山口 玲奈 （注１、４） 三重県松阪市 
22,000 

（2,000） 

1.72 

（0.15） 

藤田 菜美 （注１、４） 名古屋市瑞穂区 
20,000 

（－） 

1.56 

（－） 

山口 まどか （注１、５） 名古屋市緑区 
10,000 

（－） 

0.78 

（－） 

山口 郁子 （注１、５） 名古屋市熱田区 
8,000 

（－） 

0.62 

（－） 

その他54名 － 
56,000 

（56,000） 

4.38 

（4.38） 

計 － 
1,278,000 

（60,000） 

100.00 

（4.69） 

（注１）特別利害関係者等（大株主上位10名） 

（注２）特別利害関係者等（当社の代表取締役） 

（注３）特別利害関係者等（当社の取締役） 

（注４）特別利害関係者等（当社の代表取締役の２親等内の血族） 

（注５）特別利害関係者等（当社の代表取締役の２親等内の姻族） 

（注６）（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。 

（注７）株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。 

 










